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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）人形峠環境技術センターでは、ウラ

ン鉱山跡措置事業を含む廃止措置事業が本格化している。これらの事業は措置後の管理期間を含

めると数十年を超えて長期に展開するものであり、地域と継続性のある関係を構築することが円

滑に事業を推進するために重要である。地域とどのような関係を築き、さらにそれを形骸化させ

ず、どのように継続できるかが特に重要なリスクコミュニケーション上の課題である。これらの

課題の解決に資するため、人形峠環境技術センターの事業と類似した国内の事例調査等を進めて

いる。 
一方、福島環境安全センターの周辺地域では、環境回復事業が本格化している。第三者である

原子力機構が長期的・継続的な支援をしていく上で、どのような取り組みが効果的であるか、特

に仮置場等の原状回復や除染により発生した除去土壌等の再生利用に向けた同意形成に必要なリ

スクコミュニケーションのあり方を検討することが重要となっており、人形峠環境技術センター

と共通する課題が多い。 
このため、平成 27 年度、人形峠環境技術センターと福島環境安全センターは共同で、今後の跡

措置や環境回復等の事業に関して、地域との継続性のある関係構築に必要な条件や、活動を通し

て得られる効果を把握するため、閉止鉱山及び産業廃棄物処分場での事例を委託調査した。その

結果、①地域におけるつながりや、つながりの場の形成、②既存のリソース（人員・土地・施設

等）の活用、③地域における新たな価値の創出、④事業の安全性の担保や信頼の醸成に向けた取

り組みなどによる、事業の安全性や周辺環境の健全性を長期的に確認できる仕組みや環境保全な

どについて学べる地域的フィールドの創成が重要であることが示唆された。 
 
 

 

本報告書は、日本原子力研究開発機構との委託研究契約に基づき、株式会社廃棄物工学研究所

が実施した委託研究の成果に関するものである。 
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Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Ningyo-toge Environmental Engineering Center has 

been conducting projects related to decommissioning of nuclear fuel cycle facilities and 
remediation of closed mine sites. These projects will continue for long-term including 
management of dismantled objects and remediated sites. Building sustainable relationship 
with local stakeholders is necessary for these projects. It is more important to maintain 
effective communication in the relationship. 
Around Fukushima area, environmental remediation projects are in progress. JAEA 

Fukushima Environmental Safety Center is investigating effective risk communication ways 
which contribute to these projects. Especially, building sustainable consensus with local 
stakeholders will be importance in soil removal and soil reuse of temporary storage site. 
Thus, JAEA Ningyo-toge Center and Fukushima Center have the same challenges. As 

reference, similar domestic cases were investigated by our two Centers, and requirements for 
building long-term relationship were clarified as follows; (1) Develop new relationship with 
various stakeholders in the region. (2) Make better use of existing resources (personnel, land 
and facilities, etc.). (3) Make a concerted effort to create new values with local stakeholders. 
(4) Make an opportunity which local stakeholders confirm safety and build confidence to the 
project. These efforts will enhance the opportunities for operators and residents to learn 
about environment management and environmental protection. 
 
Keywords: Sustainable Relationship, Local Stakeholders, Long-term Relationship 

 
This work was performed by Research Institute of Solid Waste Management Engineering under 

contract with Japan Atomic Energy Agency. 
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はじめに 1.
 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」という）人形峠環境技術セン

ター（以下、「人形峠センター」という）では、ウラン鉱山跡措置事業を含む廃止措置事業が本

格化している。これらの事業は措置後の管理期間を含めると数十年を超えて長期に展開するもの

であり、地域と継続性のある関係を構築することが円滑に事業を推進するために重要である。地

域とどのような関係を築き、さらにそれを形骸化させず、どのように継続できるかが特に重要な

リスクコミュニケーション上の課題である。これらの課題の解決に資するため、人形峠センター

ではセンターの事業と類似した国内の事例調査等を進めており、平成 26 年度は一般廃棄物最終処

分場の建設・維持管理や産業廃棄物不法投棄サイトの事例を調査した。その結果、地域住民が自

らの将来の生活をイメージできるような取り組みと環境保全・環境回復事業と地域住民の環境学

習の組み合わせのような、事業者と地域住民とで共通の価値を見出し、共有することができる取

り組みが人形峠センターの今後の跡措置事業の参考になると考えられた。 
そこで、平成 27 年度の調査では、前年度に引き続き、環境回復事業を行う閉止鉱山や環境保全

事業を行う産業廃棄物処分場を対象として、事業と地域住民が価値を共有できるような活動事例

を調査し、平成 26 年度調査結果も踏まえて、それらの活動が継続的になるような要素を整理した。

その上で福島環境安全センター（以下、「福島センター」という）にも適用可能な地域住民との

長期的なコミュニケーション方策についての検討を行った。 
 

(1) 国内事例の調査 
環境保全・環境回復事業等と地域住民向け環境学習を組み合わせた取り組みについて、閉止鉱

山や産業廃棄物処分場を対象として、文献調査及び関係者へのヒアリングにより、以下を調査

した。 
・ 取り組みの概要 
・ 取り組みを通じて得られる効果や共有される価値観（CSV：Creating Shared Value） 
・ 地域住民の継続的な参加を促す工夫 
・ 限られた予算の中で効果的な取り組みを行うための工夫 
・ 事業の安全性についてのリスクコミュニケーションに係る工夫 
・ 情報共有・発信の工夫 
・ その他の現状の課題とその解決のための工夫 

 
(2) 継続的な取り組みの抽出 

事業者と地域との関係が継続的になるような活動を抽出し、整理した。 
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(3) 環境保全・環境回復事業として今後取り組みが可能な活動の提案 
(2)で抽出した要素に基づき、人形峠センターと福島センターの環境保全・環境回復事業として

今後取り組みが可能な活動の提案を行った。調査の概要を図 1-1 に示す。 

 
図 1-1 調査の概要 

 
  

閉止鉱山に係る取

り組み 
 

産業廃棄物処分場

に係る取り組み 
 

環境保全・環境回復事業等と地域住民向け環境学習を組み

合わせた活動に係る、継続的な取り組みの抽出

(1) 取り組みの概要 
(2) 取り組みを通じて得られる効果や共

有される価値観（CSV：Creating 
Shared Value） 

(3) 地域住民の継続的な参加を促す工夫 
(4) 限られた予算の中で効果的な取り組

みを行うための工夫 
(5) 事業の安全性についてのリスクコミ

ュニケーションに係る工夫 
(6) 情報共有・発信の工夫 
(7) その他の現状の課題とその解決のた

めの工夫 

人形峠センターと福島センターの環境保全・環境回復事業

として今後取り組みが可能な活動の提案
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国内事例の調査 2.
 
2.1 調査対象の選択 
環境保全・環境回復事業等と地域住民向け環境学習を組み合わせた活動について、環境回復事業

を行う閉止鉱山や環境保全事業を行う産業廃棄物処分場の事例としてそれぞれ 1 件ずつ調査した。 
閉止鉱山については、鉱山や鉱山跡地の環境保全・環境回復事業等に市民が参加し、かつ環境学

習が実施されている事例を調査して、岩手県の旧松尾鉱山跡地での植樹活動等（以下、「松尾鉱

山の事例」という）を選択した。同様の事例としては、旧足尾銅山跡における植林等（栃木県）、

小坂鉱山の緑化事業（秋田県）、河守鉱山跡地緑化プロジェクト（京都府）などが有るが、活動

の実施組織の数が調査事例中で最も多い点を考慮した。松尾鉱山の事例では、森の再生事業を行

政（岩手県）と複数の市民団体が協議会を組織して実施しており、また坑廃水処理施設を運営し

ている独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）が継続的にエコツアーや見学

者の受け入れを実施するなど（付録 A：1.参照）行政から市民団体まで多様な主体が連携してい

る。 
産業廃棄物処分場の事例として、地域との関係が悪化した後、様々な取り組みを通じて新たに信

頼関係を築いている事例を調査して、エスク岡山株式会社（以下「エスク岡山」という）が岡山

県赤磐市で運営する産業廃棄物処分場の事例（以下「エスク岡山の事例」という）を選択した。

産業廃棄物処分場は全国に多数存在するが、放流水中の有害物質によって農作物に影響が生じた

事例は全国的に少なく、岡山県ではこの事例のみである。平成元年に放流水中に含まれるホウ素

が原因で下流の水田のイネが枯れる事象が発生し、その後の信頼回復のため、水処理の高度化や

ビオトープの設置に加え、地元とのコミュニケーションを重視した取り組みが行われている。（付

録 B：1.参照）。 
 

2.2 調査内容・項目・調査方法の選択 
公開情報（文献・Web）で事例の概要を把握し、その上でヒアリング調査を実施した。ヒアリ

ング調査の調査項目と質問項目を表 2-1 に示す。 
ヒアリング調査は事業者に予め質問票を送付し、現地などで担当者に聞き取り調査した。ヒアリ

ング対象は、松尾鉱山の事例については、管理主体である岩手県（ヒアリング対応者：環境生活

部環境保全課技術主幹兼鉱業・水資源担当課長、同技師）、植林活動を最初に始めた一般社団法

人東北地域環境計画研究会（以下、「東環研」という）（ヒアリング対応者：会長、専務理事、

理事、理事兼事務局長）、中和施設の運営委託を受けている JOGMEC（ヒアリング対応者：金

属環境事業部工事設計支援課課長、同部企画課課長代理）にそれぞれ依頼した。エスク岡山の事

例については、同社取締役に依頼した。 
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表 2-1 調査項目と質問項目 
調査項目 質問項目 

取り組みの概要 
（事前に事業関連の公式

Web サイト等から集められ

る情報を整理、修正、追記

すべき事項を尋ねた） 

(1) 現在の事業内容について 
(2) 環境保全・環境回復事業や、地域住民とのコミュニケー

ションや環境学習に係る取り組みについて 

取り組みを通じて得られる

効果や共有される価値観

（CSV：Creating Shared 
Value） 

(3) 上記（2）の取り組みによって、どのような効果が得られ、

どのような価値観が共有されてきたか 

地域住民の継続的な参加を

促す工夫 
(4) 上記（2）の取り組みに、地域住民に関心を持ってもらい、

継続的に参加してもらうための工夫 
限られた予算の中で効果的

な取り組みを行うための工

夫 

(5) 限られた予算の中で、効果的に取り組みを行うための工

夫、アイデア等 

事業の安全性についてのリ

スクコミュニケーションに

係る工夫 

(6) 事業の安全性について、地域住民や他地域の市民等から

問い合わせや不安の声の有無 
(7) 事業の安全性に係るリスクコミュニケーションにおい

て、分かりやすい情報共有や信頼感の醸成等のためにさ

れている工夫 
情報共有・発信の工夫 (8) 地域への情報発信手法として効果的な手法や、広く一般

向けに情報発信する場合に効果的な手法について 
その他の現状の課題とその

解決のための工夫 
(9) 地域住民とのコミュニケーションや事業への地域の理解

に係る課題等 
(10) その課題を解決するために取り組んでいること、取り組

む計画について 
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2.3 選択事例 
2.3.1 松尾鉱山の事例 
松尾鉱山は、岩手県の八幡平の中腹、海抜 870～1,048m に位置する硫黄鉱山であった。大正 3

年に大規模採掘が始まり、昭和 27 年頃には日本の硫黄生産の 1／3 を占めて東洋一の硫黄鉱山と

も呼ばれた。しかし高度成長期に石油精製工場において脱硫装置の設置が義務付けられ、副生成

物として硫黄の生産が増加したことなどから硫黄鉱石の需要が無くなり、昭和 43 年に会社更生法

の適用を申請し運営会社が倒産した。昭和 47 年に鉱業権を放棄し閉山した。（付録 A：2.参照）。 
【坑廃水処理等】 
鉱山会社が解散して義務者不存在となった後も鉱山からは強酸性で重金属を含む坑廃水が大量

に流出し、鉱山内を流れる支流の赤川を通じて北上川本流まで汚染した。岩手県は国に対策を求

め、国は五省庁会議（林野庁、通商産業省（現、経済産業省）、建設省（現、国土交通省）、自

治省（現、総務省）、環境庁（現、環境省）で構成）を設置して対策を検討し、その決定に基づ

き県が、北上川清流化のための以下の事業を実施している。 
 昭和 47 年度～平成 14 年度：発生源対策（露天掘り跡地などの整地、覆土、草地レベルの緑

化）。 
 昭和 52 年度～昭和 56 年度：新中和処理施設の建設（中和処理施設及び貯泥ダム）。 
 昭和 57 年度～現在：新中和処理施設の維持管理を JOGMEC（当時は金属鉱業事業団）に委

託（付録 A：2.参照）。 
事業に係る全体の予算は年間 5～6 億円で、施設の運転、管理を実施している。新中和処理施設

において、JOGMEC は大学生等を対象としたエコツアーや、見学者の受け入れ（見学者は年間

1,000 人程度）を行っている（付録 A：2.1.(1)及び 2.2(1)参照）。 
【森の再生事業】 
鉱山周辺はもともと酸性度の高い土壌だったが、コスト削減のため坑道掘りから露天掘りに切り

替えられた部分はさらに強い酸性になり、硫黄製錬の排煙も影響して鉱山跡地と精錬所跡は草も

生えない荒地となった。県が坑廃水の発生源対策のため覆土、草地レベルの緑化を行ったエリア

についても、東環研の調査により、放置すれば草本が衰退し、再び荒地となって表土が削れる可

能性が示された。以降、東環研による植樹の試みが始まった。 
 平成 7 年：有志が露天掘り跡地において植生復元試験を開始。樹木を植えて経過観察を行っ

た。 
 平成 14 年：本格的な植樹・保育活動の取り組みを開始した。 
 平成 17 年：植樹活動への市民参加の呼びかけを開始した。 
東環研の森の再生事業への市民の参加者は年々増加し、平成 19 年には 200 人を超えた。また、

東環研以外に植樹を行う市民団体も増えていった。ニュースなどにより、植樹活動が認知される

に従い、観光団体や宗教団体からも参加の申し込みが入るようになり、植樹区域の調整や、植樹

活動についての指導・助言が求められるようになり、活動団体の役割やルールを決める必要がで

てきた。 

JAEA-Research 2017-003

- 5 -



JAEA-Research 2017-003 

- 6 - 

 平成 20 年、土地所有者である林野庁盛岡森林管理署（平成 23 年 4 月以降は岩手県北部森林

管理署が所管。以下、「森林管理署」という）の呼びかけにより、適正かつ円滑な植樹活動が

行われるよう、植樹活動団体による「松尾鉱山跡地再生の森協議会」（以下、「協議会」とい

う）が設置された。さらに 3 者（森林管理署、協議会、岩手県）による「松尾鉱山跡地にお

ける森づくり及び体験活動に関する協定書」が締結され、それぞれの役割、植樹区域などの

ルールを決めて活動が続けられている（付録 A：2.1(1)及び 2.3(1)参照）。 
 

2.3.2 エスク岡山の事例 
エスク岡山は、岡山県赤磐市において管理型の産業廃棄物最終処分場を運営している。処分場は

平成元年に埋め立てを開始した。当初の計画容量に加えて、平成 11 年から 4 回にわたるかさ上げ

を行った後、現在（平成 27 年）より約 5～7 年後には全ての区画の埋め立てが終了する計画とな

っている。平成 8 年に放流水中に含まれるホウ素が原因で、放流先の川から取水していた水田の

イネが枯れる事象があったため、浸出水※の処理を蒸留法に変更し、その処理を続けている。（※

管理型処分場は、処分場から浸みだしてくる浸出水を処理し、放流水基準等をクリアしてから河

川に放流する。以下、処分場から浸みだしてきた原水を「浸出水」、処理した後の水を「処理水」、

河川に放流する水を「放流水」と記載する。） 
 平成元年 処分場運用開始（赤磐郡赤坂町）水処理や処分場の運営等に係る協定書を赤坂町

と、処分場建設及び通行のための道路使用についての協定書を和気町と締結。 
 平成 8 年 放流水に含まれるホウ素が原因で下流の水田のイネの生育障害が発生。 
 平成 10 年 浸出水のホウ素処理のために蒸発散装置を導入。 
 平成 11 年 第 1 回かさ上げ。 
 平成 17 年 第 2 回かさ上げ。 

山陽町、赤坂町、吉井町、熊山町の 4 町合併で、赤磐市が誕生。 
 平成 21 年 第 3 回かさ上げ。 
 平成 25 年 山手区、大屋区、和気町小坂区と同意書の取り交わし、下分区と協定書の取り交

わし（位置関係を図 1-2 に示す）。 
 平成 28 年 第 4 回かさ上げ許可予定（平成 27 年調査時の状況。平成 28 年 3 月 23 日許可）。 
平成 27 年現在、浸出水処理コスト等を勘案し、維持管理積立金として約 5 億円が準備されてい

る。積立金の算出に関しては、約 18 年間適正な維持管理が行えるように余裕を持たせて計画され

ているが、第 4 回のかさ上げ分の埋め立て終了後は、維持管理システムの改善を図りつつ、処分

場の廃止まで安定した施設運営に努める必要がある（付録 B：2.参照）。 
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図 1-2 エスク岡山と同意書、協定書等を取り交わしている区の位置関係 

 
2.4 事例調査結果 
松尾鉱山の事例とエスク岡山へのヒアリング調査結果から、それぞれの質問項目への対応状況を

整理した。 
2.4.1 松尾鉱山の事例 
(1) 取り組みの概要 
【坑廃水処理等】 
 エコツアー：高校生から大学生を対象に、鉱山跡地における鉱害防止事業の現場見学やセミ

ナーを通して、資源開発と環境保全の意義を学ぶというイベントを平成 20 年ごろから毎年継

続して開催している。平成 27 年度は岩手大学人文社会学部の学生 17 名が講義の一環として

参加している。開始当初はパネルディスカッションによる議論なども組み込まれていたが、

学校側の準備が大変なため、講義や説明を聞いてもらい、随時質疑に答える形式になった（付

録 A：2.2(1)参照）。 
 中和処理施設見学：年間 800 人から 1,000 人程度の見学者を受け入れている。施設見学への

対応は県からの委託業務の中に含まれていないためボランティアで行っており、基本的に

JOGMEC の職員である施設の所長と副所長が対応している。平成 26 年度の見学者約 800 名

のうち、岩手県の学校関係で 300 名、行政（国・地方自治体）等で 200 名、残りは老人会や

Google earth 
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市民グループ、個人などが 300 名程度である。行政からの見学者は、坑廃水処理をしている

自治体が多い。また、県内の参加者は 500 人、県外からは 300 人程度である（付録 A：2.2(1)
参照）。 

【森の再生事業】 
森の再生事業の実施組織の関係図を図 1-3 に示す。 

 複数の民間団体、個人が植樹活動に参加しており、平成 20 年に協議会が設置され、平成 27
年現在の協議会メンバーは 4 団体（東環研、NPO 法人森びとプロジェクト委員会みちのく事

務所（以下、「森びと」という）、松尾再生の森研究会、NPO 法人環境生態工学研究所）とな

っている（付録 A：2.3(1)参照）。 
 実際の植樹活動は、各団体それぞれの計画により、一般市民、協賛企業（資金、物資、役務

の提供を受けることがある）からの参加申し込みを受けて植樹や育樹が実施される（付録 A：

2.3(1)参照）。 
 新たな植樹活動の希望があった場合には、協議会事務局が窓口となり、協議会メンバーの団

体が受け皿となることとしている。平成 26 年度の参加者数は、全ての団体を合わせて、約

950 名であった（付録 A：2.1(1)参照）。 
 岩手県も、発生源対策後の植生回復の推進、並びに、北上川清流化事業に係る記憶風化と関

心低下の防止に資するため、植樹活動が始まった初期段階から積極的に協力している。平成

18 年から環境保全課企画による県職員ボランティアの植樹活動による「旧松尾鉱山緑の再生

活動」を実施しており、毎年 1 回、県の職員や家族等が 40 人から 50 人参加している（付録

A：2.1(1)参照）。 
 協議会においては、協定の規約に基づき年 1 回の総会が行われ、各団体の活動報告や計画に

ついて話し合うほか、樹種や植樹方法についての相談、情報交換が行われる（※岩手県は協

議会の会員ではないが、協定の一員として、また、植樹活動実施団体として協議会の総会に

出席している（付録 A：2.1(1)及び 2.3(1)参照）。 
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図 1-3 森の再生事業に係る実施組織の関係図 

 
(2) 取り組みを通じて得られる効果や共有される価値観 
【坑廃水処理等】 
 一部の高校（仙台市内）では、植樹と併せて新中和処理施設の見学も行っており、北上川清

流化事業についても理解を深めてもらっている（付録 A：2.1(2)参照）。 
 資源開発が私たちの生活を支えており、身近な場所で行われてきたということも理解しても

らうことができる（付録 A：2.1(2)参照）。 
 再生事業により、多くの人が繰り返し鉱山跡地を訪れており、閉山から時間とともに薄れつ

つある松尾鉱山の記憶風化防止になっている（付録 A：2.1(2)参照）。 
【坑廃水処理等・森の再生事業共通】 
 開発段階から環境保全への対策を行っていかなければ、後でその回復のために大きな労力と

時間が必要になることが実感できる（付録 A：2.2(2)及び 2.3(2)参照）。 
 

森林管理署 
岩手県 

環境保全課

松尾鉱山跡地再

生の森協議会
東環研 

鉱山跡地（国有林） 

の管理者 

鉱山跡地の一

部を県が借り受け 

発生源対策・中和

処理施設の管理 

森びと 

松尾再生の森 

研究会 

NPO 法人環境生

態工学研究所 

会員団体 

植樹実施団体

として協議会の

報告会に参加 

企
業
・
団
体
・
一
般
市
民 

各団体のイベントに

個別参加

松尾鉱山跡地における森づくり及び体験活動に関する 
協定書締結主体 

森の再生事業実施組織 

協議会設置を呼びかけ 

JAEA-Research 2017-003

- 9 -



JAEA-Research 2017-003 

- 10 - 

(3) 地域住民の継続的な参加を促す工夫 
【坑廃水処理等】 
 30 年近く坑廃水処理事業を実施していて、その積み重ねで施設の存在について一般への認知

が広まっており、口コミで見学者が集まってくる。土日でも見学会に対応するなどの努力を

している（付録 A：2.2(3)参照）。 
【森の再生事業】 
 団体それぞれが取り組んでいるが、リピーターが多く、年々参加者は増加する傾向である。

理由としては、近隣に八幡平等の観光地がありロケーションが良いことが挙げられる。観光

シーズンには参加者が増える傾向にある（付録 A：2.1(3)参照）。 
 平成 23 年に、これまでにリピーターとして植樹活動に参加してきた市民や企業、団体の有志

が会員となった「松尾鉱山跡地にもりをそだてる会」が発足し、定期的な手入れ管理や、新

規の植樹等に従事している（付録 A：2.3(3)参照）。 
 岩手県立大学の教員、学生が活動に定期的に参加しており、環境学習の場や卒業論文テーマ

としてフィールドが活用されている（付録 A：2.3(3)参照）。 
 

(4) 限られた予算の中で効果的な取り組みを行うための工夫 
【坑廃水処理等】 
 JOGMEC が行っているエコツアーや施設見学に関しては、PR 等もしておらず見学者は口コ

ミで集まり、現地の人員で対応していることから、新たな費用は発生していない。既存のリ

ソースを活用して、多くの参加者に対応している（付録 A：2.2(4)参照）。 
【森の再生事業】 
 東環研は、平成 27 年現在は助成金等を受けていないが、これまでに民間企業の助成金や地元

金融機関からの寄付金を活用したことがある。平成 27 年現在、植樹と管理にかかる経費は年

間 20 万円程度で、東環研の会費から支出している。また苗木を会員に育ててもらうなど経費

節減を行っている（付録 A：2.3(4)参照）。 
 

(5) 事業の安全性についてのリスクコミュニケーションに係る工夫 
【坑廃水処理等】 
 事業に係るパンフレットや DVD を作成するなどして、一般への情報共有に努めている。現

状では鉱山に係る安全性についての不安の声はほとんどなく、34 年無事故で継続して実施

している実績もあるため、地道に、着実に事業を行うことがそのまま地域からの信頼を得る

ことにつながっている（付録 A：2.1(5)及び 2.2(5)参照）。 
【森の再生事業】 
 協定に沿って、各団体が事故に備えて保険に入り、その他の危険については陥没等の危険が

予想される区域への立入り制限の徹底、天候急変や野生生物との遭遇を含む緊急時の対応を

参加者と共有している（付録 A：2.3(5)参照）。 
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(6) 情報共有・発信の工夫 
【坑廃水処理等】 
 災害訓練や、学生が参加するエコツアーがメディアなどを通じて情報発信されやすい。県庁

には記者クラブがあり、イベント時には県の担当課が記者クラブへの投げ込みなどを実施す

るなど、密な情報共有を行っている（付録 A：2.1(6)参照）。 
【森の再生事業】 
 東環研は、東環研の会員や、「松尾鉱山跡地にもりをそだてる会」の会員に対して、それぞ

れ活動の予定や報告をニュースレターとして定期的に郵送し、一般向けとしては、Web サ

イトへの掲載やメディア取材依頼などを行っている。常時情報提供を行うメディアはリスト

にまとめ、イベントの際は、FAX でプレスリリースを行っている（付録 A：2.3(6)参照）。 
 

(7) その他の現状の課題とその解決のための工夫 
【坑廃水処理等】 
 坑廃水処理事業は長期にわたることから、省エネ化、災害耐性化のために耐震補強工事と老

朽化した設備の計画的更新を推進している（付録 A：2.1(7)参照）。 
 鉱害防止に係る国の予算は徐々に減少しつつあることから、コスト縮減策を検討する必要が

ある。効果的なのは省エネ化による電力消費量の削減である。施設の更新に伴い、電力使用

量は徐々に減少している（付録 A：2.2(7)参照）。 
 坑廃水処理は数百年オーダーで続くと思われ、坑道の陥没や、保護をしている表土がはがれ

るなどして水質が悪化することも予想される。長期計画、目標等はいずれもなく、坑廃水処

理事業と鉱山跡地の保全について、着実に行っていくことが目標といえる（付録 A：2.2(7)
参照）。 

【森の再生事業】 
 参加者の固定化に伴う一般へのアピール度の低下が課題となっている。最近地元企業より活

動に参加したいという申し出があり、一緒に計画を進めている（付録 A：2.3(7)参照）。 
 該当地は森林成立の段階で順次、国有林に岩手県から返還することとなっているが、まだ返

還の実績は無い。協定において恒久的な施設の設置は禁じられており、覆土を保護するとい

う本来の目的と照らして、森林造成以上の目的は見出しにくい。どのような森を作るか、と

いうビジョンについては、複数の団体が参加しており、それぞれが独自の目的で活動してい

る状況のため将来の森のビジョンを共有するにはいたっていない（付録 A：2.3(7)参照）。 
 
 

2.4.2 エスク岡山の事例 
(1) 取り組みの概要（付録 B：2.(1)参照） 
エスク岡山では、イネの生育障害の事象や、当初の計画にはない処分場のかさ上げなど、地域の
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信頼を回復し、今後の事業計画について理解を得なければならない状況が続いた。その中で、以

下の様な地域密着型のコミュニケーションや地域貢献を行っている。 
（顔のみえるコミュニケーション） 
 地域の町内会（赤磐市笹岡地区（下分区、山手区など 9 区）、和気町小坂区。位置関係図を図 

1-4 に示す。）を対象に、処分場の運営状況や今後の方針、モニタリング結果の定期報告等を、

職員が区長会に参加する形で定期的に行っている。 
 地域行事に協賛して寄付したり、職員が参加・手伝いをしたりすることがある。昨年度（平

成 26 年度）は地元神社の祭りに職員が参加し、手伝いをしている。 

 
図 1-4 町内会とエスク岡山の処分場との位置関係図 

 
（高齢化が進む地域を支える貢献） 
 草刈り：下分区、山手区の草刈りに職員がボランティアとして参加している。実施は概ね土

日で、下分区は 6 月~10 月は毎週でその他の季節は 2-3 週に 1 回程度、山手区は年数回程度

である。河川敷の草刈や、下分区と山手区の道普請、地域の寺院の手入れ等に請われて参加

することもある。 
 AED（自動体外式除細動器）の設置：笹岡地区 9 区、小坂区の合計 10 か所の公民館及び、

エスク岡山事務所 2F に設置し、緊急時に誰でも使えるようにしている。医療機関まで遠く

小原区 

和気町

小坂区

 

処分場

 

奥小原区 

小原上区 大家下区 

N 

実線で示したエリアは、赤磐市笹岡地区 

（旧笹岡村（昭和 28 年合併））を示す 

下分区 

【笹岡小学校】 
大家区 

坂辺区 惣分区 
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救急車での移送に時間がかかること、またドクターヘリが来ても間に合わなかった事例があ

ったことが設置のきっかけである。 
（地域のコミュニティの集いの場の提供） 
 地域住民が利用できる調理場の設置：平成 26 年 10 月に、エスク岡山本社の隣接地（岡山県

和気町小坂）に社員営業車、作業車、農機具等の駐車スペースとしてシャッター式ガレージ

を建設し、その際、約 40m2 の調理場を併設した。調理場は地域（赤磐市笹岡地区、和気町

小坂区）の住民であれば自由に使用することができる。調理場ではこれまでに和気町小坂区

の住民開催の餅つき大会等が行われた。 
（地域の農業の発展への貢献） 
以下の取り組みによって、地域の農業が長期的に発展できる方策を地域の農家と共に模索して

いる。 
 農業先進地視察参加：小坂農産組合研修の研修に、職員が随行している。毎年農産組合の有

志が十数名参加し、日帰りの日程で、親睦を兼ねて農業の先進例の視察を実施している（会

費は個人負担）。 
 地域の農産物の販路開拓：処分場周辺は農業地域なので、地域の農家から、コメ、ブドウ、

ナシ、ネギ、サツマイモ等を定期購入し、大阪の病院や地域の自治会等のバザーで売るなど

して販路を開拓している。収支はプラスマイナスゼロ程度である。地域にはナシの木のオー

ナー制度を導入している農家もあり、エスク岡山の Web サイトの地域に関係する行事の紹介

記事で触れたこともある。 
 農産物の加工場を提供：前述のガレージに設置した調理場は、地域の農産組合の加工品を作

る場としても開放している。 
（災害対策） 
 過去、大雨による土砂災害時に土砂を受け入れたり、道路の損壊を補修したりした。また、

道路際で木が繁茂している場所での見通しを改善するための木の剪定作業等を行った。 
 廃棄物の受け入れ：地域住民が持ち込んできたごみを、「地元価格」で受け入れる等の取り組

みを行った。 
（環境学習の場としてのビオトープの設置） 
 処理水の環境影響を確認するためのビオトープを設置し、管理している。小川と人工池に処

理水を流し、処理水を放流する河川に生息する魚（メダカ、フナ、コイ等）を飼育している。 
 

(2) 取り組みを通じて得られる効果や共有される価値観（付録 B：2.(2)参照） 
 上記の様々な取り組みや地域貢献を通じて、地域住民にエスク岡山の社長、従業員の顔を覚

えてもらい相互理解が深まった結果、地域に根付いた企業という信頼が得られたと感じてい

る。これにより過去にイネの生育障害が起きた区とのコミュニケーションが行いやすくなり、

処分場のかさ上げへの同意が得られたことに繋がったと考えている。 
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(3) 地域住民の継続的な参加を促す工夫（付録 B：2.(3)参照） 
 地域からの声に耳を傾け、不安や苦情に対して早めに対応する体制を整えている。不安の声

があがれば、繰り返し訪問し、説明や対応にあたるようにしている。 
 

(4) 限られた予算の中で効果的な取り組みを行うための工夫（付録 B：2.(4)参照） 
 頻繁に地域住民と交流の場を持ってコミュニケーションを図り、意見を吸収して、共存共栄

の方向を探っている。合意形成にあたっては、「地元」の対象をできるだけ広げ、処分場近隣

に限って信頼を得るだけでなく、その周辺の地域の住民にも事業について理解を得ていくよ

うにしている。 
 

(5) 事業の安全性についてのリスクコミュニケーションに係る工夫（付録 B：2.(5)参照） 
 地域の町内会を対象に、処分場の運営状況や今後の方針、モニタリング結果の定期報告等を

職員が区長会に参加する形で行っている。 
 広く一般に向けて、エスク岡山の Web サイトにおいて、埋め立て物の種類や数量や処分場施

設の点検結果を記録した記録簿、水質検査結果（処分場の浸出水、処理水、周辺の観測井戸

の水質）、石綿粉塵濃度測定結果を公開し誰でも閲覧できるようにしている。 
 また前述の通り、放流前の処理水が流れるビオトープを設置し、安全性を目で確認できるよ

うにしている。 
 

(6) 情報共有・発信の工夫（付録 B：2.(6)参照） 
 Web サイトでの地域及び一般向けの情報提供として前述の記録簿、水質検査結果、石綿粉塵

濃度測定結果に加え、地域行事参加についてのコメント等を掲載している。また、岡山県環

境保全事業団に環境報告書作成を依頼し、地域及び行政に報告している。 
 地域及び行政への報告の頻度は年 1 回、夏季に行っている。内容は、赤磐市と下分区の協定

書にのっとって、水質検査結果と、処分場の運営状況、維持管理積立金の額等についての報

告である。 
 環境保全に係る情報共有以上に、地域と顔の見えるコミュニケーションを続けることが重要

と考え、日々のコミュニケーションを通じて情報共有をしたり相談に乗ってもらったりしな

がら、同じ地域で働く人、暮らす人として協力しあえる関係を構築するよう努めている。 
(7) その他の現状の課題とその解決のための工夫（付録 B：2.(7)参照） 
 平成 27 年現在は、今回の事業（第 4 期かさ上げ工事）について理解が得られた段階であり、

その後の事業については未定である。地域での雇用や経済効果を考えれば、新たな処分場を

建設することが望ましいが具体的な計画等は白紙の状態である。 
 処分場周辺は高齢化と人口流出が進む地域のため、コミュニティの存続のためには地域活性

化が必須となる。会社としては処分場運営に加えて、地域のリソースを生かした何らかの事

業化を図りたい意志があり、地域との意見交換を通じて、情報収集を行い、時間をかけて、
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実現可能な事業化プランを練る予定である。 
 処分場の周辺に、覆土を採取するために山を削った跡地があり、その場所は区の合同の所有

地であることから、区から、ミニトマトのハウスでの水耕栽培、観光栗園、ソーラー発電事

業者への土地貸出等の案が出ている。ミニトマトのハウスでの水耕栽培は先進事例の視察も

行ったが、施設整備やコンサルタント料が高額であり、現状では予算化が困難である。 
 処分場の事業は、建設から閉鎖まで、かさ上げ等の期間を含めれば、50 年以上はかかる長期

事業である。地域の理解は必須であるし、一方で処分場事業があることで地域に貢献できる

こともある。産廃処分場は必須のインフラという位置づけを浸透させ、都市で発生した廃棄

物を地方で処理するという現状をきちんと評価し、地方に何らかの還元が行えるようにする

必要があると考えている。 
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継続的な取り組みの抽出 3.

 
3.1 要素の抽出 
環境保全・環境回復事業等と地域住民向け環境学習を組み合わせた活動から、事業者と地域との

関係が継続的になるような取り組みを抽出した。分析対象は本年度の 2 事例に、昨年度（平成 26
年度）調査した 2 事例を加えた 4 事例とした。昨年度の事例は、東京都日の出町の谷戸沢処分場

と二ツ塚処分場の事例（以下、「東京都日の出町の事例」という）及び香川県豊島に不法投棄さ

れた廃棄物等の処理事例（以下、「香川県豊島の事例」という）である。前者は建設反対運動を

乗り越えて処分場が建設された一般廃棄物処分場の運営管理事例であり、後者は豊島住民と香川

県との公害調停を経て大規模な不法投棄サイトの環境回復が実施されている事例である。 
一般に環境リスクマネジメントの分野では、事業の円滑な遂行にリスク管理者への信頼が欠か

せないため（例えば参考文献[1]参照）、要素抽出にあたっては、長期的な関与の仕組みづくりに

加え、事業者への信頼性の向上にも着目して活動事例を分析した。その結果、長期的な関与の仕

組みづくりに係るもの 7 要素、事業者への信頼性の向上に係るもの 8 要素、計 15 要素が抽出さ

れた。なお長期的な関与の仕組みづくりに係る諸要素はその取り組み内容で更に 3 分類（①記憶

の風化防止、②多様な人や組織の参加、③地域の資源の活用・新たな価値の創出）され、事業者

への信頼性の向上に係る諸要素も 3 分類（④事業の安全性の担保、⑤情報共有、⑥地域コミュニ

ティと共に歩む取り組み）された。結果を表 3-1 に整理し表 3-2 に詳細を示す。 
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表 3-1 継続的な取り組みの整理 
 

分類 要素 
松尾鉱山

の事例 
エスク岡山

の事例 
東京都日の

出町の事例 
香川県豊島

の事例 
1.
長

期

的

な

関

与

の

仕

組

み

づ

く

り 

(1)記憶の風化

防止 

①担当者の引き継ぎ徹底 
 

○ × ○ ○ 

②定期的なイベント 
 

○ × ○ ○ 

③防災・災害訓練とのリンク

 
○ × ― ― 

(2)多様な人や

組織の参加 

④協定等による参画の枠組

みづくり 
○ ○ ○ ○ 

⑤地域におけるつながりの

場の形成 
○ ○ ― ― 

(3)地域の資源

の活用・新たな

価値の創出 

⑥人材・土地・施設等の既存

の資源の活用 
○ ○ ― ― 

⑦地域における新たな価値

の創出 
○ ○ 〇 ○ 

2.
事

業

者

へ

の

信

頼

性

の

向

上 

(4)事業の 
安全性の担保 

⑧確実・安定的な環境管理 
 

○ ○ ○ ○ 

⑨安全性の可視化 
 

○ ○ ○ ○ 

⑩外部専門家との連携 
 

○ ○ ○ ○ 

(5)情報共有 

⑪Web/ニュースレター等の

情報共有 
○ ○ ○ ○ 

⑫地域住民を中心とする情

報共有体制の充実 
○ ○ ○ ○ 

⑬顔のみえるコミュニケー

ション 
○ ○ ○ ○ 

(6)地域コミュ

ニティと共に

歩む取り組み 

⑭高齢化・過疎化が進む地域

社会の支援 
× ○ ― ― 

⑮地域活性化 
 

○ ○ ○ ○ 

凡例 
○：活動が実施されている。 

×：活動が認めらない。 

―：平成 26 年度調査対象外。 

  

JAEA-Research 2017-003

- 17 -



JAEA-Research 2017-003 

- 18 - 

表 3-2 継続的な取り組み整理表(1/4) 
事例 

要素 
松尾鉱山 
の事例 

エスク岡山 
の事例 

東京都日の出町の事例 香川県豊島 
の事例 

①担当者

の引き継

ぎ徹底 

岩手県の若手職員は旧

松尾鉱山を詳しく知ら

ない世代となっている

ため、職員向けの中和

施設見学会開催を

JOGMEC に依頼し、

植樹イベントに合わせ

て実施している。 

特になし。 循環組合職員は数年で

交代するため、新任職

員研修を充実させるほ

か、情報を共有し、在

籍年数が長い職員と短

い職員とが組になって

業務や地元対応を担う

などの工夫を行ってい

る。 

香川県の担当者は定期

的に人事異動をするた

め、前任者が引き継ぎ

書を作成したり、場合

により前任者の応援を

求めたりするなど、事

務執行に支障ないよう

努めている。 

②定期的

なイベン

ト 

跡地を緑化するための

植樹イベントや、中和

処理事業者によるエコ

ツアーや災害訓練が毎

年定期的に行われてい

る。地元大学の教員、

学生に環境学習の場と

して活用されている。 
 

事業者として開催

しているものは特

になく、地域のイ

ベントに参加して

いる。 

自然観察ガイドツアー

や夏休み処分場バス見

学会を開催している。 

住民主体の環境学習セ

ミナーが開催されてい

る。セミナーは住民の

高齢化などを理由に終

了したが、大学関係者

により、活動が引き継

がれている。 

③防災・災

害訓練と

のリンク 

中和処理施設では災害

訓練を定期的に行って

いる。災害訓練はメデ

ィアを通じて情報発信

されやすいため、適宜

プレスリリースを行っ

ている。 
 

特になし。 ＊昨年度調査項目に無

いため不明。 
＊昨年度調査項目に無

いため不明。 

④協定等

による参

画の枠組

みづくり 

植樹は複数の民間団体

等が行っており、団体

間の情報共有や調整の

ために協議会が設置さ

れている。植樹の区域

や各主体の役割を定め

た協定が土地の所有者

である森林管理所、前

述の協議会、岩手県の

3 者で結ばれている。 

地域の区会との間

で、処分場の事業

内容に係る協定書

を取り交わしてお

り、地域の区長会

に定期的に参加し

て報告している。

地域の行政との間

で、水処理や処分

場の運営等に係る

協定書を締結して

いる。 

公害防止協定で、日の

出町と自治会が循環組

合の事業運営について

直接監視できる仕組み

が取り入れられてい

る。 
また、自治会が事業中

止を催告したり、業務

の改善を求めたりする

ことができるなど、事

業運営が地域の意見を

取り入れつつ行われて

いる。ただし監視活動

の時間的な負担が大き

いため、新たな委員を

探すのに苦労があるよ

うである。 

香川県と豊島住民との

間では、公害調停にお

ける中間合意がなさ

れ、その後調停が成立

して協議の場が設けら

れている。 
直島町では香川県との

間で豊島廃棄物等の焼

却・溶融処理及び関連

業務について協定が締

結された。環境のま

ち・直島推進委員会が

組織され、住民代表に

よる周辺環境への影響

の調査・確認等が行わ

れている。 

JAEA-Research 2017-003

- 18 -



JAEA-Research 2017-003 

- 19 - 

表 3-2 継続的な取り組み整理表(2/4) 
事例 

要素 
松尾鉱山 
の事例 

エスク岡山 
の事例 

東京都日の出町の事

例 
香川県豊島 
の事例 

⑤地域に

おけるつ

ながりの

場の形成 

植樹のエリアが、行

政、民間団体、一般

市民、企業などが協

働するつながりの場

となっており、協議

会が結成され、会報

等でつながってい

る。 

地域の住民に事務所

を開放したり、農産品

の加工場を設置した

りするなど、事業者が

地域のコミュニティ

に集いの場を提供し

ている。 

 

＊昨年度調査項目に

無いため不明。 
＊昨年度調査項目に無

いため詳細は把握でき

ていないが、豊島では、
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いる。 
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地域住民で組織された

住民会議や支援者の間

では、豊島を「学びの

島」として、同様の事

案の再発を防ぐ学習の

場とする構想があっ

た。この構想に基づき、

住民は資料館を設置

し、環境学習セミナー

「島の学校」を主催す

るなどしている。 
⑧確実・安

定的な環

境管理 

鉱害が顕在化したあ

と、鉱山からの坑廃
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た後、浸出水処理のた
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を行うなどの安全対

策を徹底している。 

二ツ塚処分場では、

現在埋め立てが進め

られており、公害防

止協定に基づき、立

地地区住民及び町の

担当者が、交代で現

場立会いを行ってい

る。 

豊島での事業は「豊島

廃棄物処理協議会」で

協議して進められてい

る。この協議会は、豊

島の環境回復事業につ

いて協議するために調

停条項に基づき設置さ

れ、学識経験者、豊島

住民代表等、香川県職

員等で構成されてい

る。 
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表 3-2 継続的な取り組み整理表(3/4) 
事例 

要素 
松尾鉱山 
の事例 

エスク岡山 
の事例 

東京都日の出町の事例 香川県豊島 
の事例 

⑨安全性

の可視化 
覆土層を保全するた

めの植樹活動が行わ

れ、植生復元のため

の試験と調査が継続

して行われている。

中和処理事業者によ

るエコツアーも継続

して行われている。 

処理水の環境影響を

確認するためビオト

ープを設置し、管理し

ている。小川と人工池

に処理水を流し、処理

水を放流する河川に

生息する魚（メダカ、

フナ、コイ等）を生育

している。 

谷戸沢処分場では、埋め

立て終了後 25 年以上に

亘る自然の復元過程が

調査され、自然環境が保

全されていることが明

らかになっている。ま

た、水辺にビオトープが

設置され、記念館に動植

物の生態が展示されて

いる。自然観察ガイドツ

アーも開設されている。

地域住民で組織され

た住民会議が受け手

となり、豊島処分地

の見学会が開催され

ている（香川県の施

設は香川県職員が案

内している）。 
また、香川県の施設

では、住民が土壌サ

ンプルを視覚化した

展示を行っている。

⑩外部専

門家との

連携 

植樹活動を行ってい

る東環研は、岩手大

学を退官した教官に

よって発足された会

であり、学術的な見

地に基づき植樹に関

与している。 
植樹活動に地元大学

の教員、学生が定期

的に参加しており、

調査研究を行ってい

る。 

岡山県環境保全事業

団、県の OB、地域の

コンサルタント等に、

安全に処分場を運営

して閉鎖・廃止するま

での道筋の検討・実施

過程について助言を

受けている。 

谷戸沢処分場と二ツ塚

処分場の維持管理手法

を検討するため、循環組

合（事業者）が外部専門

家の委員会を設置して

いる。処分場の維持管理

手法を検討するために、

外部専門家で組織され

た技術委員会を設置し

ている。また⑨の調査に

動植物の専門家が関与

している。 

豊島廃棄物等処理事

業の基本的な計画策

定や技術的課題につ

いて、外部専門家の

指導、助言、評価等

を得るため、学識経

験者で構成された

「豊島廃棄物等管理

委員会」が組織され

ている（「豊島廃棄

物等技術委員会」の

後継）。 
⑪Web/ニ
ュースレ

ター等の

情報共有 

Web サイト、パンフ

レット等により、広

く一般向けに情報提

供が図られている。 

Web サイトにおいて、

埋め立て物の種類や

数量、処分場施設の点

検等の記録簿や、水質

検査結果、石綿粉塵濃

度測定結果を公開し

ている。 

Web サイトにおける広

報活動の他、広報誌の

新聞折り込み配布や処

分場見学会等を行って

いる。 

Web サイト、パンフ

レット等により、広

く一般向けに情報提

供が図られている。

⑫地域住

民を中心

とする情

報共有体

制の充実 

植樹活動に参加して

きた市民や地元企

業、団体の有志が会

員となった会が発足

し、作業やイベント

の日程等の情報共有

の枠組みとして機能

している。 

地域の町内会を対象

に、処分場の運営状況

や今後の方針、モニタ

リング結果の定期報

告等を区長会に職員

が参加する形で定期

的に行っている。 
 

循環組合は、定期的に、

地域に施設管理等の情

報を提供するととも

に、事業運営に係る協

議を行っている。また

環境データを自治会長

に月一回報告してい

る。 

⑧の「豊島廃棄物処

理協議会」に加え、

毎月豊島の施設に県

の担当者が出向き、

当月の処理予定、前

月の処理実績等の進

展状況の報告を行う

「事務連絡会」が設

置されている。 
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JAEA-Research 2017-003 

- 21 - 

表 3-2 継続的な取り組み整理表(4/4) 
 事例 

要素 
松尾鉱山 
の事例 

エスク岡山 
の事例 

東京都日の出町の事例 香川県豊島 
の事例 

⑬顔のみ

えるコミ

ュニケー

ション 

協議会総会が年 1 回

開催され、各団体の

活動報告や計画、植

樹方法等の情報共有

がなされている。 
 

⑫の定期報告のため

地域の区長会に職員

が随時参加している。

また地域の祭り等の

行事に協賛したり、職

員が参加・手伝いをし

たりしている。 

⑫の取り組みに加え、

地域の祭りやイベント

等に職員が参加するな

どのインフォーマルな

コミュニケーションを

行っている。 

⑫の「事務連絡会」

で香川県と豊島住民

との Face to Face の

密接な情報共有が行

われている。 

⑭高齢

化・過疎化

が進む地

域社会の

支援 

特になし。 高齢化が進む地域を

支えるため、ボランテ

ィアで地域の草刈り

を行ったり、AED の

寄付・設置等をしたり

している。 

＊昨年度調査項目に無

いため不明。 
＊昨年度調査項目に

無いため不明。 

⑮地域活

性化 
植樹エリアは森林成

立の段階で順次、国

有林に岩手県から返

還することとなって

いること、中和処理

については、今後処

理が必要な期間は予

測不能であることか

ら、跡地利用計画等

は特にたてられてい

ない。他方観光資源

として松尾鉱山跡地

を活用する動きが有

り、観光ガイド育成

などが行われてい

る。 

地域の農産物を、大阪

の取引先で販売する

など地域農業の支援

をしている。 
また将来の事業につ

いては、地域住民との

意見交換等を通じて

時間をかけて情報収

集を行い、実現可能な

プランを練る予定と

なっている。 

埋め立て終了後の谷戸

沢処分場の跡地は、日

の出町の意向を踏まえ

て有効活用される予定

になっており、一部を

グラウンド（暫定利用）

やサッカー場として町

に貸し出している。サ

ッカー場の休日の利用

率は高く、処分場を知

るきっかけになってい

るが、維持費負担に課

題がある。 

豊島：調停条項で県

が県内の他の離島と

同様の離島振興を図

ることとが定められ

ている。 
直島：直島町と県が

エコタウン事業等を

通じて環境産業の展

開を図り、県が環境

保全事業の実施を通

じて雇用の確保や産

業振興に努めてい

る。 

 
  

JAEA-Research 2017-003

- 21 -



JAEA-Research 2017-003 

- 22 - 

3.2 長期的な関与方策 
3.2.1 長期的な関与の仕組みづくりについての考察 
(1)記憶の風化防止 
担当者が数年で交代する業態の事業においては、3 事例で業務引き継ぎを確実に行う工夫がな

されている（下記①～③）。また 4 事例で事業者や住民がイベントを定期的に開催し、あるいは

地域のイベントに事業者が参加することで、情報提供や意見交換の機会が途切れないような工夫

がなされている。なお、防災訓練のニュースはメディアから情報発信されやすい（松尾鉱山の事

例）ため、地域で関心を持たれる防災情報 と事業情報*を組み合わせて定期的にプレスリリース

をすることで、事業への関心が風化しないような情報提供が可能になると考えられる。 
①岩手県の若手職員の現地見学会の実施（松尾鉱山の事例） 
②引き継ぎ書の作成(香川県豊島の事例)  
③在籍年数が長い職員と短い職員とが組になって業務や地元対応を担う（東京都日の出町の事

例）。 
 
(2)多様な人や組織の参加 
地域住民等が事業や事業監視に参画する協定等が、4 事例で整備されている（下記①～④）。

その運用においては、監視活動への参加が住民の負担になっている事例があり（東京都日の出町

の事例）、高齢化により住民主催のセミナーが継続開催されなくなった事例（香川県豊島の事例）

もあることから、参加者の負担が過大にならないような対策が必要である。協定内容の見直しや

参加組織の多様化による負担の軽減や分散などが考えられるが、参加者が多様化する場合、分担

範囲の調整や新規参加者への教育などが必要となることも注意すべきである（松尾鉱山の事例）。 
①植樹活動に関する協定（松尾鉱山の事例） 
②地元自治体や区と事業者の間の協定（エスク岡山の事例） 
③公害防止協定（東京都日の出町の事例） 
④豊島住民と香川県の公害調停、直島町と香川県の協定, 住民主催のセミナー（香川県豊島の事

例） 
 
地域住民が交流し協働できる場は、昨年度（平成 26 年度）調査で情報が取得できていない東京

都日の出町の事例を除き、3 事例で確認され、活動拠点となっている（下記①～③）。 
①植樹活動の場や植樹活動の協議会（松尾鉱山の事例） 
②事業者施設の一部（エスク岡山の事例） 
③交流施設の設置（香川県豊島の事例） 

 
(3)地域の資源の活用・新たな価値の創出 

                                                  
*  地域防災活動の研究によれば、災害報道や、行政の災害対策・予算等の情報提供により、住

民の防災への関心が高まることが知られている[2]。 
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されている（下記①～③）。また 4 事例で事業者や住民がイベントを定期的に開催し、あるいは

地域のイベントに事業者が参加することで、情報提供や意見交換の機会が途切れないような工夫

がなされている。なお、防災訓練のニュースはメディアから情報発信されやすい（松尾鉱山の事

例）ため、地域で関心を持たれる防災情報 と事業情報*を組み合わせて定期的にプレスリリース

をすることで、事業への関心が風化しないような情報提供が可能になると考えられる。 
①岩手県の若手職員の現地見学会の実施（松尾鉱山の事例） 
②引き継ぎ書の作成(香川県豊島の事例)  
③在籍年数が長い職員と短い職員とが組になって業務や地元対応を担う（東京都日の出町の事

例）。 
 
(2)多様な人や組織の参加 
地域住民等が事業や事業監視に参画する協定等が、4 事例で整備されている（下記①～④）。

その運用においては、監視活動への参加が住民の負担になっている事例があり（東京都日の出町

の事例）、高齢化により住民主催のセミナーが継続開催されなくなった事例（香川県豊島の事例）

もあることから、参加者の負担が過大にならないような対策が必要である。協定内容の見直しや

参加組織の多様化による負担の軽減や分散などが考えられるが、参加者が多様化する場合、分担

範囲の調整や新規参加者への教育などが必要となることも注意すべきである（松尾鉱山の事例）。 
①植樹活動に関する協定（松尾鉱山の事例） 
②地元自治体や区と事業者の間の協定（エスク岡山の事例） 
③公害防止協定（東京都日の出町の事例） 
④豊島住民と香川県の公害調停、直島町と香川県の協定, 住民主催のセミナー（香川県豊島の事

例） 
 
地域住民が交流し協働できる場は、昨年度（平成 26 年度）調査で情報が取得できていない東京

都日の出町の事例を除き、3 事例で確認され、活動拠点となっている（下記①～③）。 
①植樹活動の場や植樹活動の協議会（松尾鉱山の事例） 
②事業者施設の一部（エスク岡山の事例） 
③交流施設の設置（香川県豊島の事例） 

 
(3)地域の資源の活用・新たな価値の創出 

                                                  
*  地域防災活動の研究によれば、災害報道や、行政の災害対策・予算等の情報提供により、住

民の防災への関心が高まることが知られている[2]。 
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(3)地域の資源の活用・新たな価値の創出 
事業者や地域のリソースと地域の要望とを結び付けて新たな価値を創出する取り組みが 4 事例

で実施されている（下記①～④）。特に環境教育の取り組みは、10 代後半から 20 代の若者の環

境学習への参加度が低いという従来の課題[3]を補い、事業への関心の世代間のバラツキを解消す

る上でも重要である。ただし、エコツアーで実施されていたパネルディスカッションが、参加者

負担が大きいため講義形式に変更された（松尾鉱山の事例）ように、参加者の負担が大きすぎる

場合は活動を維持できない。活動を持続可能にするためには 2 事例で示すように、既存のリソー

スを利用して負荷を低減する必要がある（下記⑤～⑥）。 
①環境回復事業の現場が高校生・大学生の環境学習の場や観光資源の一部となっている（松尾

鉱山の事例）。 
②事業者が持つネットワークを通じて地域の農産品を紹介・販売するなどして地域産業を支援

している（エスク岡山の事例）。 
③環境回復事業の現場が、高校生・大学生など若い世代の環境学習の場となっている（香川県

豊島の事例）。 
④処分場の埋立て終了後の環境回復に努めた結果、希少種の生息が確認できる新たな自然環境

が創出され、環境学習の場となっている（東京都日ノ出町の事例）。 
⑤森の再生事業で使用する苗は参加者自身が育成している。坑廃水処理施設のエコツアーや施

設見学は専任職員をおかずに対応している（松尾鉱山の事例）。 
⑥地元区の農業先進地視察に従業員が自費で随行している。自社のネットワークを活用して地

元の農産物を紹介・販売している（エスク岡山の事例）。 
 

3.2.2 事業者への信頼性の向上についての考察 
(1)事業の安全性の担保 
地域住民が事業の安全性を継続して確認できるよう、実際の自然環境あるいは自然環境の変化を

目で見て確認できる仕組みの整備が 4 事例で整備されている（下記①～④）。事業の公正性は、4
事例で外部専門家の関与により確保されている。 
①植生復元調査、エコツアー（松尾鉱山の事例） 
②ビオトープ（エスク岡山の事例） 
③展示施設、ビオトープ、自然観察ガイドツアー（東京都日の出町の事例） 
④処分地見学会、汚染土壌サンプル展示（香川県豊島の事例） 
 

(2)情報共有 
地域や一般とのリスクコミュニケーションが確実に行えるような仕組みとして、4 事例で、Web

サイトや広報誌等による情報発信に加え、フォーマルな委員会への参加とインフォーマルな地域

行事への参加等活動の組み合わせが実施されている。ただし、これらは特に長期性を目指した取

り組みではない。 
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(3)地域コミュニティと共に歩む取り組み 
活動を長期なものにする方策の一つとして、3 事例で“事業者の顔が見える”対応が求められ

ている（下記①～③）。公共事業の信頼に係る研究では、行政の現場担当者が最善の努力を払っ

ていても行政と地域住民との間に認識のズレが生じる可能性が指摘されている[4]が、顔の見える

コミュニケーションの積み重ねによって、認識のズレが修正され、結果的に長期的な信頼の基盤

になると考えられる。 
①地域の会合への出席、草刈ボランティアへの参加（エスク岡山の事例） 
②地域の会合への出席（東京都日の出町の事例） 
③地域の会合への出席（香川県豊島の事例） 

 
3.2.3 まとめ 

3.2.1、3.2.2 を総合すると、地域住民の世代交代や参加組織の交代が可能な形で、事業や事業終

了後の管理状況を見守る仕組みや場が必要であるが、本研究で、その成立には事業者と地域住民

との間の信頼関係に基づく、新たな価値の創出に向けた協働が必要であることが示された。一方

で協働は、既存のリソースを利用するなどして、地域住民や事業者の過度の負担にならないよう

留意しなければ継続が困難になることも明らかになった。 
  

JAEA-Research 2017-003

- 24 -



JAEA-Research 2017-003 

- 25 - 

環境保全・環境回復事業として今後取り組みが可能な活動の提案 4.

 
原子力機構の各拠点には地域の事業者としての側面と、第三者・中立的な研究機関としての側

面がある。長期的な関与の仕組みを検討するにあたっては、地域の事業者としての関与の場を想

定する必要があるため、人形峠センター、福島センターそれぞれの関与の場を想定して必要な取

り組みを検討し、表 4-1 に整理した。 
 
4.1 長期的な関与の仕組みづくり 
(1)人形峠センター 

人形峠センターは、核燃料開発や核燃料サイクル、廃止措置、安全管理等に係る科学技術的知

見が蓄積した場であると同時に、ウラン鉱山跡地としてわが国では貴重な歴史・文化資産である。

また構内に希少植物であるオキナグサの群生が確認されるような自然資産を有している。長期的

な関与の仕組みとして原子力機構の技術成果や知見を地域や次世代に展開する取り組みが第一に

考えられるが、これらは既に成果展開事業等で実施されている。本研究では、多様な人や組織の

関与をより確実にするため、人形峠センターを、①環境の変化を見守る環境学習の場にする取り

組み、②センターの歴史・文化資産を活かし産業遺産への登録等[5]により地域活性化につなげる

取り組みを更に提案する。 
 
(2)福島センター 

福島センターは、東京電力福島第一原子力発電所の事故により被災した地域の環境を回復する

ための活動を進めており、環境放射線のモニタリングやデータベースの整備、放射線量の可視化

等を進めている。また、ホールボディカウンターによる内部被ばく測定や、「放射線に関するご

質問に答える会」等により、住民の方の不安・疑問に応える活動を継続している。また大学、高

専の学生が環境回復を体験できる教育プログラムも立案・実施している。こうした活動で得られ

た知見は、生活者として放射線に向き合ってきた地域住民の経験や知見と併せ、他に類を見ない

価値を持つものと考えられる。 
このように既に多様な取り組みがなされているが、本研究では活動をさらに持続させる観点か

ら検討を加える。福島県においては、義務教育の現場においても、目に見えない放射線を、実感

を持って捉えられるよう工夫が重ねられている[6]。一方、福島市が平成 26 年に実施した、「第 2
回 放射能に関する市民意識調査」によると、なお多くの市民が、放射線による本人や家族の健康

への影響について何らかの不安を感じている（本人：70％以上、家族：80％以上）[7]。我々が以

前に実施した鉱山跡措置のリスク認知に係る研究では、住民の情報リテラシーの向上が放射線へ

の関心・知識の充実等を通じて、間接的に事業の安全性の評価に影響を与えるとの知見が得られ

た[8]。そこで、学生世代だけでなく、多くの世代の人がデータに基づき自ら判断できる「ものさ

し」が持てるような学習カリキュラムの開発を提案する。 
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表 4-1 多様な人や組織が関与し長期的な見守りを行うために必要な取り組み 
項目 要素 人形峠センター 福島センター 

(1)記憶の風化

防止 
①担当者の引

き継ぎ徹底 
 業務引き継ぎを徹底する。過去からの経緯等を確実に把握できるよう情

報を整理・蓄積する。コミュニケーションに関わるスタッフの役割と責

任を明確にする。 
②定期的なイ

ベント 

 実際の自然環境、あるいはビオト

ープの観察を通じて周辺環境の安

全性や健全性が確認できるポイン

トを設置し、植生調査や動物調査

等を実施する。定期的に情報提供

する。 

現在の課題や福島センターの取

り組み、学習カリキュラムの成果

等を共有するイベントを定期的

に開催する。 
 

 地域の定期的なイベントに引き続

き参加する。 
③防災・災害訓

練とのリンク 

 現行の原子力防災の枠組みを維持

する。 
― 

(2)多様な人や

組織の参加 
④協定等によ

る参画の枠組

みづくり 

多くの人や組織の参加が見込まれる場合、協議会のような調整システム

の設置を検討する。 

⑤地域におけ

るつながりの

場の形成 

 地域の中学、高校、大学等の教育

機関、NPO、企業等がセンターを

調査や学習の場として利用しやす

いよう更に整備する。 
 地元大学や研究機関との共同研究

等を更に促進する。 
 近代産業遺産化を地域の関係者と

検討する。 

学習カリキュラムが、地域の中

学、高校、大学等の教育機関、自

治会、NPO 等に利用されるよう、

内容や提供手法の改善を協働で

行う。 
学習カリキュラムの改善のため

のワークショップ等を定期的に

開催し、関係者の情報共有の場と

する。 
(3)地域の資源

の活用・新た

な価値の創出 

⑥人材・土地・

施設等の既存

の資源の活用 

 人材：植生調査や動物調査等に協

力可能な専門家やボランティアを

リスト化し、参加・協力しやすい

体制を整える。 
 施設：人形峠センター内の見学施

設を更に整備する。 

人材：学習カリキュラムの検討に

参加してもらえる、研究機関、専

門家やボランティアをリスト化

し、参加・協力しやすい体制を整

える。 
施設：放射線量の見える化体験

等、学習カリキュラムに利用可能

な地域の施設（ビオトープ等を含

む）の種類や、利用可能な時間帯

等を把握し活用する。 
⑦地域におけ

る新たな価値

の創出 

 環境学習が地域の自然遺産を見直

すきっかけとなる。 
 近代産業遺産への登録等の取り組

みにより、人形峠自体の観光資源

化を目指す。妖精の森ガラス美術

館、渓谷等、地域の観光資源とセ

ットにすることで相乗効果が期待

できる。 

放射線量の見える化の体験や、学

習カリキュラムを通じ、多くの世

代の人達がデータに基づき判断

できる「ものさし」が持てるよう

になる。 
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4.2 事業者への信頼性向上 
科学技術や研究者に対する一般市民の信頼は東京電力福島第一原子力発電所の事故後に低下し

た[9]。我々がこれまでに行った鉱山跡措置の安全性に係る岡山県下におけるリスク認知調査にお

いては原子力機構への信頼も低下している [10]。このような信頼が低下した状況においては、3.2.2
に示したように、地域との地道なコミュニケーションにより信頼の再構築に努める必要がある。

昨年度（平成 26 年度）の報告書[11]で調査し表 4-2 に整理したように、必要な取り組みは既に実

施されているが、安全性への関心を更に持続的なものにするため、自然環境やビオトープの観察

を通じて、周辺環境の安全性や健全性が長期的に確認できるプログラムの開発を新たに提案する。 
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表 4-2 事業者への信頼を長期的なものにする取り組み 
項目 要素 人形峠センター 福島センター 

(4) 事 業

の安全性

の担保 
 

⑧確実・安定的な

環境管理 
 確実な環境管理を継続する。 ― 
 環境管理に係る研究開発を引き続き実施し、知見を蓄積する。 
 地域住民からの問い合わせや不安等に、引き続き迅速に対応する。 

⑨安全性の可視

化 
 現状実施しているモニタリング調査

を継続する。 
 福島で開発されている放射線量の

可視化技術等の研究を更に推進す

る。 
 上記取り組みや類似の取り組みで

蓄積された知見をとりまとめ一般

にフィードバックする。 
 自然環境やビオトープの観察を通じて、周辺環境の安全性や健全性が長期的

に確認できるプログラムを開発する。 
 上記の取り組みへの地域住民やセンター従業員の参加を促す。 

⑩外部専門家と

の連携 
 現状の連携を継続する。 
 

(5) 情 報

共有 
⑪Web/ニュース

レター等の情報

共有 

 コミュニケーションを行う基本的な仕組みとしての Web サイトや広報誌等

の実効性を、地域や一般からの意見を取り入れるなどして引き続き改善する。

⑫地域住民を中

心とする情報共

有体制の充実 

 地域の自治体や地区、漁協等への報

告を継続する。 
 

 福島で行っている「放射線に関する

ご質問に答える会」等、専門家と一

般市民との対話の取り組みを継続

する。 
 機構と地域や一般市民とのコミュニケーション記録を分析するなどして、地

域のニーズや不安に感じていることと、現状の取り組みとのギャップを分析

し、解消につとめる。 
⑬顔のみえるコ

ミュニケーショ

ン 
 

 地域の祭り等のイベントへの参加・

協力を継続する。 
 科学実験教室、中学生職場体験等で

の子供たちとの交流の機会を継続す

る。 

「放射線に関するご質問に答える

会」等、専門家と一般市民との対話

の機会を継続する。 

 行政や事業者が行う説明会等に、専門機関として参加する機会を維持する。

(6) 地 域

コミュニ

ティと共

に歩む取

り組み 

⑭高齢化・過疎化

が進む地域社会

の支援 

 従業員が、地域のボランティア活動

等に積極的に参加しやすいよう継続

して支援する。 

― 

⑮地域活性化  地元への機構技術の成果展開を継続する。 
 研究機関や企業との共同研究等を継続する。 
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おわりに 5.

 
環境保全・環境回復事業とは、人によって改変された環境を、地域が受容できるレベルまで戻

す事業である。そして環境保全・環境回復事業に係る地域住民とのコミュニケーションとは、環

境保全・環境回復の過程について地域住民に見守ってもらい、その後も安心して暮らしてもらう

ためのやりとりであるといえる。しかし、鉱山跡や廃棄物の最終処分場のように、環境を元に戻

すまで非常に長い期間がかかる事業の場合、徐々に人々の関心は薄れ忘れ去られてしまう可能性

もある。その土地が持つ環境リスクが忘れられ、後に顕在化すれば社会問題化するリスクが高ま

る。 
本研究では、かかる見守りの仕組みや場を成立させるためには、地域住民と事業者が、信頼関

係に基づき、新たな価値の創出に向けて協働する必要があることが示された。一方で協働は、既

存のリソースを利用するなどして、地域住民や事業者の過度の負担にならないよう留意しなけれ

ば継続が困難になることも明らかになった。価値の創出について、一般に、環境回復事業＝負の

遺産ととらえられがちだが、環境保全の必要性や、資源開発やエネルギー問題を背景から学ぶこ

とのできる地域の貴重な資産ととらえることもできる。ただし、こうした価値の転換に係る手法

については、十分な知見が得られていないため、事業を効果的かつ円滑に遂行できるような諸条

件について、今後も調査研究を進める必要がある。 
今後の研究課題としては、 
(1)平成 26、27 年度調査で確認された（1）事業者の信頼向上、（2）多様な人や組織が関与し長

期的に見守る仕組みづくりに関わる項目や要素をさらに精査し、具体例を収集するための事例

調査の継続 
(2)特に一般に負のイメージの強い施設や事業所を地域の資産としてとらえなおす事例として、廃

棄物処理施設の NIMBY 問題とその対応についての調査 
(3)人形峠センターや福島センターにおける「環境の変化を見守り学べる場」の想定をより具体化

するため、これまでの両センターの取り組みや今後の課題等についての調査 
等が挙げられる。 
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＊調査時に閲覧した Web サイトについて、平成 29 年 2 月 1 日に最新状態を再確認した。 
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1. 調査対象の選定 
 
わが国には、5,000 ヶ所ほどの休廃止鉱山がある。そのうち鉱害防止事業（鉱害防止工事、坑

廃水処理）が必要とされる鉱山は、国が「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づき定めた「特

定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針」に示されている。第 5 次基本方針期間（平

成 25～平成 34 年度）において、鉱害防止工事が必要とされている鉱山は、鉱山を経営していた

事業者が現存する義務者存在鉱山 28 ヶ所、事業者が消滅した義務者不存在鉱山 20 ヶ所である。

坑廃水処理が必要とされている鉱山は、義務者存在鉱山 55 ヶ所、義務者不存在鉱山 24 ヶ所であ

る。対象鉱山とその事業内容を表 に示す[1]。大企業が経営していた大規模鉱山は、その多くが閉

山後も事業者が管理しているが、中小規模鉱山の多くは経営企業の母体も小さく、その多くが倒

産・消滅し、義務者不存在となり、鉱害防止対策は地方公共団体に任されている[2]。なお国は、

義務者や地方公共団体が行う鉱害防止対策に対して 3/4 の補助金を交付している[3]。また、鉱害

防止対策が必要とされていない鉱山跡でも、鉱業活動によって山肌が荒廃し緑化が困難な状態に

なっているところもある。そうしたところでは、植樹や草本による法面緑化などの環境保全・環

境回復事業が行われている。 
 

表 A-1 鉱害防止事業が必要とされている鉱山とその事業内容 

 

経済産業省 Web サイト 
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0001520/pdf/023_s02_00.pdf より抜粋 

 
日本国内の鉱山跡地を対象に、環境保全・環境回復事業等が行われている事例について、Web

上の公開情報を調査するとともに、義務者不存在鉱山の鉱害防止対策への技術的支援を行ってい

る JOGMEC に対して電話ヒアリング調査を行った。把握できた事例の中で、環境保全・環境回

① 鉱害防止工事 

② 坑廃水処理 
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復活動に地元住民など一般市民が直接参加しているものが 5 事例、直接参加はしていないが市民

団体等からの意見等を聞く機会が定期的に設けられているものが 2事例確認できた。概要を表A-2
に示し、表 A-3 に実施主体や活動内容を整理した。 

7 事例いずれにおいても、緑化技術の検討や緑化後の植生調査等、調査研究が行われていた。

講習会やエコツーリズムなど環境教育の取り組みは 4 事例で確認できた。また多様な関係主体が

協働で活動・意思決定をするための協議会設置は 2 事例で確認できた。 
今年度調査のヒアリング対象としては、行政から市民団体まで多様な主体が連携している点及

び活動への市民参加、環境教育がいずれも実施されている点から、旧松尾鉱山跡地を選定した。 
 

表 A-1 住民関与の環境保全・環境回復活動(1/3) 

 
  

事業活動 内容 出典：URL 等 
旧足尾銅山跡にお

ける植林等（栃木

県） 
 
 
活動主体：NPO 法

人足尾に緑を育て

る会 

荒廃した足尾地区の森林を復元するため、明治 30 年、当時の農商務省

により足尾に植林が命じられ、以後、国、県によって現在に至るまで治

山事業が続けられている。また、NPO 法人足尾に緑を育てる会が緑化事

業の実施・支援を行っている。足尾銅山の事業主である古河電気工業株

式会社も、緑化事業に参加している。 
NPO 法人足尾に緑を育てる会の主な事業 
① 足尾ダム周辺の荒廃地緑化事業 
  苗木の植樹とその後の保護育成につとめる。 
② 植樹活動支援事業 
  児童・生徒及び各種団体の植樹活動を支援していく。 
③ 関係文献の収集事業 

  足尾銅山と環境問題に関する文献を収集し、関係者の便宜に寄与す

る。 
④ 調査研究・情報収集及び提供事業 
  緑化や環境問題に関する事柄について調査研究、情報を収集、 
  関係者の便宜に寄与する。 
⑤ 講習会・研修会の開催 
  環境問題及び緑化に関する講習会や研修会を開催する。 
⑥ 会報など出版物の発行 
  事務局通信、会報を発行する。 
⑦ 体験植樹支援受託事業 

  環境整備に係わる行政機関と当会の間で体験植樹支援事業として委

託・受託契約を締結し、安定財源の確保に努める。 
⑧ 物品の生産及び販売事業 
  本会の主旨に沿った物品を生産し、販売する。 

 

http://www.pref.tochigi.lg
.jp/d51/02gyoumunaiyou/
06moridukuri3/ashionoti
san.html 

 
https://www.teikokushoin
.co.jp/journals/bookmarke
r/pdf/201004/1.pdf 
 
 
http://www.ashiomidori.c
om/ 

 
http://www.furukawakk.c
o.jp/csr/environment/tori
kumi.html 
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により足尾に植林が命じられ、以後、国、県によって現在に至るまで治

山事業が続けられている。また、NPO 法人足尾に緑を育てる会が緑化事

業の実施・支援を行っている。足尾銅山の事業主である古河電気工業株

式会社も、緑化事業に参加している。 
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http://www.pref.tochigi.lg
.jp/d51/02gyoumunaiyou/
06moridukuri3/ashionoti
san.html 

 
https://www.teikokushoin
.co.jp/journals/bookmarke
r/pdf/201004/1.pdf 
 
 
http://www.ashiomidori.c
om/ 

 
http://www.furukawakk.c
o.jp/csr/environment/tori
kumi.html 
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表 A-2 住民関与の環境保全・環境回復活動(2/3) 
事業活動 内容 出典：URL 等 

旧松尾鉱山跡地で

の植樹活動等（岩

手県） 
 
活動主体：東環研

等民間団体、岩手

県、JOGMEC 

昭和 61 年に県内企業が岩手県に提案して露天掘り跡地に試験植栽を始め

た後、東環研を初めとするいくつかの団体によって小面積に試験植栽が行

われた。樹種はダケカンバ、アキグミ、ミヤマハンノキ、ナナカマド等の

在来種。その後、平成 14 年から 16 年まで、東環研が試験的に植樹活動を

実施。平成 17 年度から一般県民へも参加を呼びかけ、参加者が増加してい

る。 
一方、森びとプロジェクト委員会みちのく事務所（以下、「森びと」とい

う）が、平成 18 年 4 月に開設され、県民の森において、ポット苗づくりを

行い、平成 19 年度末現在、約 32,000 本の苗木をつくり、平成 20 年度以

降、順次植樹を行っている。 
また、「松尾鉱山跡地再生」について、森づくり活動や環境学習の実施や

他団体を指導・助言する協議会が必要であるとして、平成 20 年 2 月 1 日

に「松尾鉱山再生の森協議会」（以下、「協議会」という）が設立された。

（平成 25 年 4 月現在の会員：東環研、森びと、環境生態工学研究所、松尾

再生の森研究会）そして、土地の所有者である盛岡森林管理署（現在は岩

手北部森林管理署所管）、活動を実施する協議会、土地の借り受け者であ

る岩手県の三者が「松尾鉱山跡地における森づくり及び体験活動に関する

協定」を締結し、平成 20 年 5 月 20 日に調印式を行った。 
旧松尾鉱山新中和処理施設は JOGMEC が運営を行っており、年間を通し

て 1,000 名程度の見学者を受け入れている。また、JOGMEC は当該施設

において毎年エコツアーを開催し、高校生から大学生を対象に鉱山跡地に

おける鉱害防止事業現場見学やセミナーを通して資源開発と環境保全の意

義を学ぶ機会を提供している。 
 

http://www.pref.iwate.j
p/kankyou/hozen/mizus
higen/19190/003139.ht
ml 

登別市鉱山町鉱山

再生事業（北海道） 
 

（ 活 動 主 体 ： 
NPO 法人 登別自

然活動支援組織モ

モンガくらぶ） 

NPO 法人 登別自然活動支援組織モモンガくらぶが、登別市から指定管理

委託を受けて、鉱山跡地の森林を、地域住民が森とのつながりに気づく機

会を創出する新たな森にし、流域管理につなげる森づくりを行っている。

①「流域管理のための森林施業を視野に入れた人材養成講座の開催」 
国有林（遊々の森）にて平成 21 年 6 月～11 月までに 5 回及びふぉれ

すと鉱山周辺の里山にて 1 回実施した。 
②「流域管理に向けた自然環境のモニタリング調査」 

国有林（遊々の森）にて平成 21 年 7 月～翌年 3 月までに 5 回実施し

た。 
③「森からつながる環境保全（3 年間の実績をまとめた地域コミュニティ

を活かした環境保全システムの実施報告書の作成）」 
平成 21 年 3 月作成・各関係団体、各関係者に配布した。（3,500 部）

宿泊施設やエコツーリズム等も運営している。 
 

https://www.erca.go.jp/j
fge/subsidy/organizatio
n/act_repo/report21/043
.html 

小坂鉱山の緑化事

業（秋田県） 
 
（ 実 施 主 体 ：

DOWA ホールデ

ィングス株式会

社） 

DOWA ホールディングスがかつて鉱山跡地などに植樹した人工林を対象

に、平成 17 年から森林管理計画を立て、枝打ち、間伐など、健全な森林と

して維持するための手入れを実施している。また、秋田県小坂のアカシア

の単一樹種林では、一部でミズナラ、ケヤキなどの広葉樹の苗木を植え、

より豊かな森にするための試験も始めている。さらに、これまで樹木の生

育が困難であった鉱山跡地にも、新規の植林を実施している。この植林で

は、宮脇昭（横浜国立大学名誉教授）氏が終身名誉センター長を務める（公

財）国際生態学センターの指導に基づき、土地本来の木群を中心とした、

多数の樹種の苗木を混ぜた植樹を行っている。また平成 19 年から実施して

いる「小坂ふるさとの森づくり植樹祭」では、DOWA グループ社員や OB 
をはじめ、地域の小中高校生を含む小坂町の町民が参加して植樹を行って

いる。 
 

http://www.dowa-csr.jp/
csr2009/html/special02
_01.html 
 
http://www.dowa.co.jp/j
p/ir/pdf/annual/ar_2014
_j_22-23.pdf 
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表 A-2 住民関与の環境保全・環境回復活動(3/3) 

Web サイト閲覧平成 27 年 10 月 1 日

事業活動 内容 出典：URL 等 
河守鉱山跡地緑化

プロジェクト（京

都府） 
（実施主体： 福

知山千年の森づく

り協議会-学識経験

者、自然公園指導

員、地域活動団体、

市民、行政関係者

等-、福知山市（事

務局）） 

福知山市では、平成 19 年 8 月に三岳山から大江山一帯が「丹後天橋立大

江山国定公園」に指定されたことを受け、平成 2 年度に策定した、「福知

山千年の森づくり基本計画」に基づいて、豊かな自然を千年先の未来に引

きつぐための取り組みを行っている。 
国定公園区域内にある大江山グリーンロッジ付近には、昭和 44 年 3 月ま

で操業していた「河守鉱山跡地」があり、その跡地は、今でも鉱石ガラ等

に覆われて裸地化している。このため、森づくりの一環として、この河守

鉱山跡地に蛇紋岩でも生育する日向水木を植樹する計画をたてており、そ

の前段階として、日向水木の苗が育つかどうか実証実験が行われている。

当該の実証実験は福知山千年の森づくり協議会会長の森本幸裕（京都大学

大学院地球環境学堂教授：平成 23 年当時）氏の指導を受けて協議会のメン

バーで取り組んでいる。 
また、市民・企業ボランティアが参加して、挿し木による苗木づくりが行

われている。 

http://www.city.fukuchi
yama.kyoto.jp/shisei/do
cs/河守鉱山跡地緑化 PJ
シート.pdf 
 
http://www.city.fukuchi
yama.kyoto.jp/shisei/do
cs/250402%E5%B9%B3
%E6%88%9024%E5%B
9%B4%E5%BA%A6%E
4%BA%8B%E6%A5%A
D%E5%A0%B1%E5%9
1%8A%E3%80%81%E5
%B9%B3%E6%88%902
5%E5%B9%B4%E5%B
A%A6%E4%BA%8B%E
6%A5%AD%E8%A8%8
8%E7%94%BB.pdf 
 
http://www.nmm.jx-gro
up.co.jp/sustainability/
pdf/report2014_j_full.p
df 

伊吹鉱山の緑化事

業（滋賀県） 
（実施主体住友大

阪セメント株式会

社） 

昭和 26 年 6 月 大阪セメント株式会社伊吹工場の原石山として開発に着

工 
昭和 45 年 12 月 鉱山法面の試験緑化開始 
昭和 46 年 6 月 岐阜大学農学部の指導により植生状況調査開始 
昭和 47 年 4 月 滋賀県との間に自然環境保全協定を締結 
上部区域の緑化方法 
採掘跡地の法面を 37 度に造成し、法面に客土した後、吹き付けや自生植

物の移植及び播種を行う。採掘前の植生への復元ができる、最も効果的な

緑化方法である。 
 
下部区域の緑化方法 
法面整形後、種子、保水剤、肥料を吸着させたネットを斜面に張り付ける

方法。特に急峻な斜面の緑化に適している。 
緑化の開始から、すでに 40 年近くが経っており、当時植生した箇所には、

草木が自生を始めて、樹木と呼べるまでに成長している所もある。 
伊吹山全山の環境保全を検討する「伊吹山自然再生協議会」（伊吹山に関

わる保全活動団体、学識経験者、地元住民、関係企業、関係自治体等で構

成。事務局＝滋賀県）に関係企業の 1 つとして参加している。協議会で緑

化事業への意見が出されることがある。 
 

http://www.soc.co.jp/wp
-content/themes/soc/im
g/csr/SOC_CSR09_13_1
4.pdf 
 
http://www.pref.shiga.l
g.jp/d/shizenkankyo/ibu
kiyama/ 

三輪鉱山（埼玉

県）、叶山鉱山（群

馬県）の緑化 
（実施主体：秩父

太平洋セメント） 

三輪鉱山、叶山鉱山ともに、石灰石の採掘跡地への緑化と希少植物の保護

に取り組んでいる。 
三輪鉱山では、採掘跡地・荒廃地への緑化を昭和 46 年より実施し、これ

までに約 30ha の緑化を実施している。 
叶山鉱山では、鉱山開発時より NPO 法人群馬県自然保護連盟の指導によ

り希少植物の保護育成活動を継続している。 
 

http://www.ct-cement.c
o.jp/3kankyo_kouzan.ht
ml 
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表 A-2 住民関与の環境保全・環境回復活動(3/3) 

Web サイト閲覧平成 27 年 10 月 1 日

事業活動 内容 出典：URL 等 
河守鉱山跡地緑化

プロジェクト（京

都府） 
（実施主体： 福

知山千年の森づく

り協議会-学識経験

者、自然公園指導

員、地域活動団体、

市民、行政関係者

等-、福知山市（事

務局）） 

福知山市では、平成 19 年 8 月に三岳山から大江山一帯が「丹後天橋立大

江山国定公園」に指定されたことを受け、平成 2 年度に策定した、「福知

山千年の森づくり基本計画」に基づいて、豊かな自然を千年先の未来に引

きつぐための取り組みを行っている。 
国定公園区域内にある大江山グリーンロッジ付近には、昭和 44 年 3 月ま

で操業していた「河守鉱山跡地」があり、その跡地は、今でも鉱石ガラ等

に覆われて裸地化している。このため、森づくりの一環として、この河守

鉱山跡地に蛇紋岩でも生育する日向水木を植樹する計画をたてており、そ

の前段階として、日向水木の苗が育つかどうか実証実験が行われている。

当該の実証実験は福知山千年の森づくり協議会会長の森本幸裕（京都大学

大学院地球環境学堂教授：平成 23 年当時）氏の指導を受けて協議会のメン

バーで取り組んでいる。 
また、市民・企業ボランティアが参加して、挿し木による苗木づくりが行

われている。 

http://www.city.fukuchi
yama.kyoto.jp/shisei/do
cs/河守鉱山跡地緑化 PJ
シート.pdf 
 
http://www.city.fukuchi
yama.kyoto.jp/shisei/do
cs/250402%E5%B9%B3
%E6%88%9024%E5%B
9%B4%E5%BA%A6%E
4%BA%8B%E6%A5%A
D%E5%A0%B1%E5%9
1%8A%E3%80%81%E5
%B9%B3%E6%88%902
5%E5%B9%B4%E5%B
A%A6%E4%BA%8B%E
6%A5%AD%E8%A8%8
8%E7%94%BB.pdf 
 
http://www.nmm.jx-gro
up.co.jp/sustainability/
pdf/report2014_j_full.p
df 

伊吹鉱山の緑化事

業（滋賀県） 
（実施主体住友大

阪セメント株式会

社） 

昭和 26 年 6 月 大阪セメント株式会社伊吹工場の原石山として開発に着

工 
昭和 45 年 12 月 鉱山法面の試験緑化開始 
昭和 46 年 6 月 岐阜大学農学部の指導により植生状況調査開始 
昭和 47 年 4 月 滋賀県との間に自然環境保全協定を締結 
上部区域の緑化方法 
採掘跡地の法面を 37 度に造成し、法面に客土した後、吹き付けや自生植

物の移植及び播種を行う。採掘前の植生への復元ができる、最も効果的な

緑化方法である。 
 
下部区域の緑化方法 
法面整形後、種子、保水剤、肥料を吸着させたネットを斜面に張り付ける

方法。特に急峻な斜面の緑化に適している。 
緑化の開始から、すでに 40 年近くが経っており、当時植生した箇所には、

草木が自生を始めて、樹木と呼べるまでに成長している所もある。 
伊吹山全山の環境保全を検討する「伊吹山自然再生協議会」（伊吹山に関

わる保全活動団体、学識経験者、地元住民、関係企業、関係自治体等で構

成。事務局＝滋賀県）に関係企業の 1 つとして参加している。協議会で緑

化事業への意見が出されることがある。 
 

http://www.soc.co.jp/wp
-content/themes/soc/im
g/csr/SOC_CSR09_13_1
4.pdf 
 
http://www.pref.shiga.l
g.jp/d/shizenkankyo/ibu
kiyama/ 

三輪鉱山（埼玉

県）、叶山鉱山（群

馬県）の緑化 
（実施主体：秩父

太平洋セメント） 

三輪鉱山、叶山鉱山ともに、石灰石の採掘跡地への緑化と希少植物の保護

に取り組んでいる。 
三輪鉱山では、採掘跡地・荒廃地への緑化を昭和 46 年より実施し、これ

までに約 30ha の緑化を実施している。 
叶山鉱山では、鉱山開発時より NPO 法人群馬県自然保護連盟の指導によ

り希少植物の保護育成活動を継続している。 
 

http://www.ct-cement.c
o.jp/3kankyo_kouzan.ht
ml 
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2. 松尾鉱山に関するヒアリング調査 
 
松尾鉱山は、八幡平の中腹、岩手県岩手郡松尾村（現、八幡平市）の海抜 870～1,048m に位置

する硫黄鉱山であった。明治 15 年に硫黄鉱床の大露頭が発見され、大正 3 年に大規模採掘が始ま

った。昭和 27 年の最盛期には日本の硫黄生産の 1／3 を占め、東洋一の硫黄鉱山とも呼ばれた。

当時は家族を含め 15,000 人が鉱山周辺に生活していた。しかし昭和 30 年代半ばから需要先であ

る繊維産業が不振となり、また昭和 40 年代には公害規制で石油精製工場において脱硫装置の設置

が義務付けられ、副生成物として硫黄の生産が増加したことから硫黄鉱石の需要が無くなり、昭

和 43 年に会社更生法の適用を申請し運営会社が倒産した。昭和 47 年に鉱業権を放棄して閉山し

た。 
松尾鉱山は昭和 47 年の閉山後も強酸性で重金属を含む坑廃水が大量に流出し、鉱山内を流れる

支流の赤川を通じて北上川本流まで汚染した。岩手県は国に対策を求め、国は五省庁（林野庁、

通商産業省（現、経済産業省）、建設省（現、国土交通省）、自治省（現、総務省）、環境庁（現、

環境省））会議を設置して対策を検討し、その決定に基づき県が、次のような北上川清流化の事

業を実施している。 
 昭和 47 年度～平成 14 年度：発生源対策（露天掘り跡地などの整地、覆土、草地レベルの緑

化） 
 昭和 52 年度～昭和 56 年度：新中和処理施設の建設（中和処理施設及び貯泥ダム） 
 昭和 57 年度～現在：新中和処理施設の維持管理を JOGMEC（当時は金属鉱業事業団）に委

託 
鉱山周辺はもともと酸性度の高い土壌だったが、コスト削減のため坑道掘りから露天掘りに切

り替えられた部分はさらに強い酸性になり、硫黄製錬の排煙も影響して鉱山跡地と精錬所跡は荒

地となった。周辺も木が枯れて、スゲやササ類の群落に占められるようになった。松尾鉱山で行

われている環境保全活動は、坑廃水の処理等と荒廃した土地に再び森を作ろうという植樹活動と

である[4]。 
環境保全活動の関係主体は、管理主体である岩手県、坑廃水の中和施設の維持管理委託を受け

ている JOGMEC、植林を行っている複数の市民団体、と多岐に渡る。ヒアリング調査は、岩手

県、坑廃水の中和処理を行っている JOGMEC、複数の市民団体のうち中心的な活動を行ってい

る東環研、に対して行った。 
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2.1 岩手県環境保全課 
ヒアリング日時：平成 27 年 11 月 25 日 9:00～10:30 
場所：岩手県環境生活部環境保全課 
対応者：岩手県環境生活部環境保全課技術主幹兼鉱業・水資源担当課長、同技師 
 
(1) 取り組みの概要 
【坑廃水処理等】 
 松尾鉱山跡地一帯は国有林であり、県は発生源対策や坑廃水処理を行う中和処理施設の管理

のため鉱山跡地の一部を森林管理署から借り受けている。発生源対策が終わり植生回復の進

んだ場所は順次、森林管理署に返却することにしている。 
 坑廃水処理事業に係る全体の予算は年間 5～6 億円で、施設の維持管理に加え、補強工事や更

新にかかる経費も含まれる。そのうち 3/4 が経済産業省の補助で、残りの 1/4 が県の負担で

あるが、地方交付税交付金の給付があることから、県の実質の負担は 5％である。 
 県の若手職員は、旧松尾鉱山のことを詳しく知らない世代となっており、県から職員向けの

中和施設見学会の開催を JOGMEC にお願いしている。頻度は年一回、植樹のイベントにあ

わせ、参加希望者が中和施設を見学できるようにしている。 
 岩手県と沿川流域市町村との間の、松尾鉱山の環境保全や鉱害防止についてのコミュニケー

ションは、現在は特に実施していない。 
【森の再生事業】 
 各団体の植樹活動が行われている区域は発生源対策後の土地が中心であることから、県が借

り受けしている国有林と重複する部分がある。 
 県としては、発生源対策後の植生回復の推進、並びに、北上川清流化事業に係る記憶風化と

関心低下の防止に資するため、植樹活動が始まった初期段階から積極的に協力している。 
 平成 14 年頃から 東環研による調査・研究を目的とした植樹活動が本格的に始まり、平成 17

年からは一般県民への参加呼びかけが行われ、年々参加者が増加した。 
 ニュースなどにより植樹活動が認知されるに従い、観光団体や宗教団体からも参加の申し込

みを受けるようになった。平成 20 年、森林管理署の呼びかけにより、適正かつ円滑な植樹活

動が行われるよう植樹活動団体による「松尾鉱山跡地再生の森協議会」が設置された。さら

に、3 者（森林管理署、協議会、岩手県）による「松尾鉱山跡地における森づくり及び体験

活動に関する協定書」が締結され、それぞれの役割、植樹区域などのルールが定められてい

る。 
 現在の協議会メンバーは 4 団体（東環研、森びと、松尾再生の森研究会、NPO 法人環境生態

工学研究所）となっている（会長及び事務局は森びと）。協議会の活動としては、協定の規約

に基づき年 1 回の総会が開かれ、各団体の活動報告や計画について話し合うほか樹種や植樹

方法についての相談や情報交換が行われている。県は協定の一員として、また、植樹実施組

織として協議会の総会に出席している。 
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 実際の植樹・育樹活動は、各団体それぞれの計画により、個人、協賛企業（資金、物資、役

務の提供を受けることがある）からの参加申し込みを受けて実施される。新たに植樹活動へ

の参加希望があった場合は、協議会事務局が窓口となり、協議会メンバーの団体が受け皿と

なる。 
 平成 26 年度の活動参加者数は、全ての団体を合わせて、約 950 名であった。 

 
(2) 取り組みを通じて得られる効果や共有される価値観 
【坑廃水処理等】 
 一部の高校（仙台市内）では、植樹と併せて新中和処理施設の見学も行っており、北上川清

流化事業についても理解を深めてもらっている。 
【森の再生事業】 
 植樹活動により鉱山跡地の植生回復が進んでいる。 
 森林再生事業により、多くの人が繰り返し鉱山跡地を訪れていることが、閉山から時間とと

もに薄れつつある松尾鉱山の記憶風化防止になっている。 
 
(3) 地域住民の継続的な参加を促す工夫 
【坑廃水処理等】 
 一般向けの取り組みとして Web サイトやパンフレットの作成配布などで情報発信している。

見学会は、維持管理をしている JOGMEC が実施している。 
【森の再生事業】 
 団体それぞれが取り組んでいるが、リピーターが多く、年々参加者は増加する傾向にある。

また観光シーズンには参加者が増える傾向にある。理由としては、近隣に八幡平等の観光地

がありロケーションが良いこと、環境の破壊と再生の歴史など環境教育の生きた教材となる

ことなどが考えられる。 
 平成 16 年度から、植樹活動支援事業（環境保全課企画）として、植樹に必要な苗木の提供な

どにより県内各地の植樹活動を支援している。この事業にかかるコストは 40 万円／年程度で

企業局の水源涵養事業の予算から支出されている。また職員が積極的にこれらの活動に参加

している。「旧松尾鉱山緑の再生活動」はその一つであり、毎年 1 回、県の職員や家族等が

40 人から 50 人程度がボランティア参加している。 
 

(4) 限られた予算の中で効果的な取り組みを行うための工夫 
【坑廃水処理等】 
 坑廃水処理が長期にわたることから、経費節減のための省資源化、省エネ化が不可欠である。

設備更新の際に省エネ化、災害耐性化を取り入れることにしている。 
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(5) 事業の安全性についてのリスクコミュニケーションに係る工夫 
【坑廃水処理等】 
 中和施設については、リスクコミュニケーションに係る特別な工夫はしていないが、34 年無

事故で継続して実施している実績がある。 
 処理水については pH を除いて排水基準を満たすものであり、不安の声はほとんどない。 
 議会では、鉱山に係る安全性についての話題は年一回出る程度である。その内容は、下流の

四十四田ダム（国土交通省管轄）に堆積している中和堆積物の対応についてなどである。 
 2 年前（平成 25 年）の洪水の際、中和施設は大丈夫かという問い合わせの電話が 1 件あった

が、問題が無かった旨を回答している。 
 

(6) 情報共有、発信の工夫 
【坑廃水処理等】 
 県庁に記者クラブがあり、密な情報共有を行っている。見学の受け入れや災害訓練など行事

の際に、記者クラブへの投げ込みなどを行っている。災害訓練は、中和施設が機能しなくな

った場合を想定して、坑廃水を放流する河川に直接炭酸カルシウムの溶液を投入する訓練を

行うものである。 
 

(7) その他の現状の課題とその解決のための工夫 
【坑廃水処理等】 
 耐震補強工事と老朽化した設備の計画的更新を推進する。 
 処理は数百年オーダーで続くと思われ、坑道の陥没や、保護をしている表土がはがれるなど

して水質が悪化することも予想される。長期計画、目標等は無いものの、坑廃水処理事業と

鉱山跡地の保全について、着実に行っていくことが重要と思われる。 
【坑廃水処理等、森の再生事業共通】 
 鉱山周辺には採掘作業員用の宿舎等が廃墟となっている。それを目当てに見学に来る人もい

ることから、観光資源として活用できないかという意見が出ることがあるが、管理者不在で

あり、危険でもあるため、観光資源化は難しい。 
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2.2 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC） 
ヒアリング日時：平成 27 年 11 月 30 日 10:00～12:00 
場所：東京虎ノ門 JOGMEC 本部 16F 会議室 
対応者：金属環境事業部工事設計支援課課長、同部企画課課長代理 
 
(1) 取り組みの概要 
 岩手県から中和施設の維持管理の委託を受けている。現場の運転管理は DOWA テクノエンジ

（株）に再委託しており、鉱山中腹にある中和処理施設に JOGMEC の職員と DOWA テクノ

エンジ（株）の職員とがそれぞれ常駐している。また、麓にある管理事務所には、平日 JOGMEC
の職員が常駐している。 

 坑廃水処理の目的は、pH2 程度の坑廃水を目標値である pH4 以上にすることと、多量に含ま

れる鉄とヒ素をそれぞれ 13mg/L、0.02mg/L にすることである。これらの目標水質は 5 省庁

会議で決められたもので、処理水放流後の北上川本流での水質が基準を満足することが決め

られている。 
 一般に中和処理では消石灰が使われることが多いが、松尾鉱山では pH4 が処理目標となって

いるため安価な炭酸カルシウムを使用している。炭酸カルシウムは 2 価の鉄イオンとは反応

しにくいため、鉄酸化バクテリアを利用した酸化槽で 2 価の鉄イオンを 3 価の鉄イオンにし

たあと、炭酸カルシウム溶液で中和し、凝集剤を添加、固液分離槽で殿物と上澄み液を分離

し、殿物は貯泥ダムへ送られ、上澄み液は放流される。なお、ヒ素は殿物に吸着されて除去

されるものと考えられる。 
 中和殿物は貯泥ダムに堆積しており、ダムの容量 200 万 m3のうち、これまでに約 50 万 m3

の殿物が堆積されている。年間の堆積殿物量がおよそ 2 万 m3 程度であるから、残余年数は

70～80 年程度と予想される。 
 松尾鉱山の坑廃水処理に必要となる県の予算 5～6 億円のうち、1 億円程度は施設の点検整備

や補修等に使われ、人件費には 1 億円強が使われている。その他金額の大きなものは電力費

と薬剤費で、薬剤費は炭酸カルシウム 5～6 千万円/年、凝集剤が 3 千万/年程度である。薬剤

費は最近値上がり傾向となっている。電力費は 7千万円/年程度である。電気設備に関しては、

設備更新の際に省エネの設備に切り替えることも検討している。 
 過去に行ってきた発生源対策工事等の影響もあり、坑廃水の水質は施設運転開始当初の昭和

57 年からは大幅に改善し、鉄やヒ素の濃度も 1/2 以下になっている。しかし、最近は横ばい

傾向にある。 
 高校生から大学生を対象に、鉱山跡地における鉱害防止事業の現場見学やセミナーを通して、

資源開発と環境保全の意義を学ぶというエコツアーを実施している。平成 20 年ごろから開始

され、今年度（平成 27 年度）は岩手大学人文社会学部の学生 17 名が講義の一環として参加

している。 
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 開始当初はパネルディスカッションによる議論なども組み込まれていたが、学校側の準備が

大変ということで、基本的に講義や説明を聞いてもらい、質疑応答に答える形式になった。 
 資源開発と環境保全に関しては、松尾鉱山は非常に象徴的な事例となる。資源開発が私たち

の生活を支えており、また身近な場所で資源開発が行われていたことを知ってもらいながら、

その資源開発が環境保全を十分に意識せずに行われると、北上川の汚染のようなことも起こ

るということを説明している。 
 中和処理施設は、年間 800 人から 1,000 人程度の見学者を受け入れている。昨年度の見学者

約 800 名のうち、学校関係者で約 300 名、行政（国・地方自治体）等で約 200 名、残りは企

業、老人会や市民グループ、個人などが約 300 名程度である。また、県内の参加者は 500 人、

県外からは 300 人程度である。 
 基本的に見学の申し込みは受けるようにしている。原則平日に受け入れているが、状況によ

り土日に受け入れることもある。見学者への対応は JOGME の職員である松尾管理事務所の

所長と副所長が主に行っている。希望者からは、現地の松尾管理事務所に直接連絡が来る。

見学会については Web サイト等での告知もその他の PR も行っておらず、口コミで広がって

いる*。 
 雪深い場所なので、ほとんどの見学者は 5 月から 11 月の間に訪れ、特に八幡平の紅葉の時期

に多い。 
 植林活動は他の団体が主催しており、JOGMEC の職員がボランティアで参加している。 
 
(2) 取り組みを通じて得られる効果や共有される価値観 
 施設見学会では、前から知っていたという人もいる一方で、このような事案があるのだとい

うことについて驚く人もいる。坑廃水処理事業の必要性を認知してもらう上で効果がある。 
 開発段階から環境保全への対応を行っていかないと、後で大変な労力が必要となることを実

感できるのが一番の効果ではないかと考えている。国内の貴重な事例であり、その必要性を

アピールできる。 
 

(3) 地域住民の継続的な参加を促す工夫 
 30 年以上坑廃水処理事業を継続しており、その積み重ねで認知が広まっている。また土日で

も見学会に対応するなど参加しやすい工夫をしている。 
 以前ツアー会社からツアーに組み込めないかという相談があったが、観光事業を想定した施

設整備をしていないし、対応できる人員も限られているためお断りしたことがある。 
 
 
 

                                                  
* 岩手県や、新・エネルギー環境教育情報センターの Web サイトでは申込み窓口の紹介がされ

ている。 
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(4) 限られた予算の中で効果的な取り組みを行うための工夫 
 エコツアーや施設見学に関しては、特に PR 等もしておらず、現地の人員で対応しているた

め新たな費用は発生していない。既存のリソースを活用して多くの参加者に対応している。 
 

(5) 事業の安全性についてのリスクコミュニケーションに係る工夫 
 パンフレットや DVD を作成し、一般への情報共有に努めている。 
 30 年間無事故運転を続けており、そうした実績が信頼につながると考える。 

 
(6) 情報共有・発信の工夫 
 施設の運転管理を委託されている側として、地道に、着実に坑廃水処理事業を行い、情報発

信していくことが重要と考えている。 
 災害訓練は、メディアなどを通じて情報発信されやすい。中和処理施設が使えなくなってか

ら 48 時間は坑内に坑廃水をためることができるが、その後は坑内水を赤川に放流することに

なる。その際炭酸カルシウムの添加しながら流下させる。そのための訓練を行っている。こ

うした情報がメディアに取り上げられる。 
 

(7) その他の現状の課題とその解決のための工夫 
 鉱害防止事業に係る国の予算は徐々に厳しくなっており、コスト削減を検討する必要がある。

現状では施設の更新に伴う省エネ化により電力使用量の削減を図っている。 
 坑廃水の水質改善の傾向から、今後も半永久的な処理が必要と思われる。また、坑内の落盤

や表面の保護層の損壊等によって水質が悪化することも考えられるので、処理が必要な期間

は予測不能である。現施設を適切に更新しつつ、安定的に処理を続けていくことが重要であ

る。 
 以前、貯泥ダムにたまった中和殿物の有効利用策が検討されたが、ヒ素が含まれるため再利

用は難しいという結果であった。このまま利用を行うことなく貯泥ダムが満杯になれば、そ

のまま埋め立てることになる。ヒ素は酸化鉄に吸着されて溶出しにくい状態なので、埋め立

てても安全と思われる。 
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2.3 一般社団法人東北地域環境計画研究会 
ヒアリング日時：平成 27 年 11 月 25 日 13:00～15:00 
場所：岩手県滝沢市巣子 東北地域環境計画研究会事務局 
対応者：東北地域環境計画研究会 会長、専務理事、理事、理事兼事務局長 
 
(1) 取り組みの概要 
 東環研は平成 4 年 11 月に岩手大学の教官を中心に任意団体として発足した。平成 9 年に社団

法人となり、平成 26 年度からは一般社団法人に移行した。 
 東環研の目的は、地域の自然環境及び社会環境の調査研究を通じて、地域の持続的発展と公

益に寄与するとともに、会員相互の研修及び情報の交換によって、その資質の向上を図るこ

とである（平成 26 年 4 月付け定款より）。 
 松尾鉱山の坑廃水による松川と、合流先である北上川の汚染は、昭和 50 年代後半に大きな鉱

害問題となった。県による坑廃水削減のための発生源対策事業が終わったあとも、鉱廃水の

中和処理が長期に必要な状況であり、跡地は荒地のままとなって、地域の自然環境、社会環

境の大きな課題として残されている。 
 平成 5～8 年にかけての東環研の調査により、県が覆土し、表面に草本を生やしたエリアも、

放置すれば草本が衰退し、再び荒地となって表土が削れる可能性が示された。 
 東環研は①表土を保全することで川に流れ出す鉱害を低減すること、②鉱山閉山後も荒れ果

てた土地に緑を呼び戻すこと、という二つの目的で森の再生事業を開始した。 
 平成 7～8 年にかけて、東環研有志が露天掘り跡地において植生復元試験を開始した。その後

経過を観察していたが、平成 14 年以降、残土処理場及び堆積場を対象に本格的な植樹・保育

活動に取り組むことになった。平成 17 年からは市民参加を募り、平成 19 年度には市民の参

加者は 200 人にのぼった。 
 現在植樹活動を行っている場所は、県が、鉱毒が染み出してこないように 50cm ほど覆土・

転圧をしたエリアで、覆土の厚みがあまりない。県が覆土を行った当初は牧草やヨモギなど、

グランドカバーを目的とした草本が植えられたが、その後の遷移を経て、現在残っている草

本植物はススキや外来種である。 
 植樹は、50cm ほどの覆土に穴をあけないよう、20～30cm ほど掘ってくぼみを作ったうえに

囲いをして培養土を盛り、その中に木を植える。 
 根が直根や深根性のものでは覆土層を貫通する可能性があり、植えることのできる植物の種

類も限られている。樹種はハンノキ、ナナカマド、アキグミ等の広葉樹である。 
 そのうちハンノキの生育が比較的早く他の樹種を被圧しているため、多様な樹種を育てるた

めに一昨年から定期的にハンノキの剪定を行うようになった。 
 現在は、これまで樹木を植えたエリアの定期管理と、調査が主な作業であり、加えて、植樹

イベントを毎年行っている。 
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 市民参加による活動が大きな反響を呼び、平成 17 年から NPO 団体、森林管理署との共催形

式がとられたほか、同様の活動を行う団体（森びと等）もみられるようになった。各団体の

活動内容はまちまちで対象区域や手法の調整の必要性が高まったことから、平成 20 年に類似

の活動を実施する諸団体と共に、土地所有者である森林管理署と協議して、「松尾鉱山跡地再

生の森活動協議会」を結成した。 
 協議会結成後、一部団体の解散や新規加入を経て、現在の構成団体は、森びと、松尾再生の

森研究会、東環研、NPO 法人環境生態工学研究所となっている。 
 協議会では各団体の年間活動計画等を把握して調整を図るほか、意見交換の場を設けている。

年一回の総会で、各団体の活動報告（植樹の目的、植樹の樹種と本数、参加者の構成、実施

場所と方法等）を共有している。 
 土地所有者（岩手北部森林管理署）との間でも活動協定を結び、各団体が連携しながら活動

を実施する体制が整った。 
 平成 17 年以降市民参加を募って植樹や育樹のイベントを行ってきた。活動当初はメディアを

通じて広範に市民参加の呼びかけを行っていたが、予想を上回る参加者（平成 20 年には 200
名以上が参加）があって対応が困難となったため、現在は概ね固定メンバーによる活動が主

体となっている。 
 固定メンバーは、東環研の会員に加え、「松尾鉱山跡地にもりをそだてる会」*の会員である。

加えて、年に数回地元大学の学生等が参加する。 
 植樹の際、現地における植樹の手法や忌避剤（ネズミやカモシカ、ウサギ等の食害を防ぐた

め）散布手法等の実例紹介や関連する話題提供等を不定期で行っており、学習の機会ともな

っている。 
 
(2) 取り組みを通じて得られる効果や共有される価値観 
 環境改変とその回復に要する労力と時間の大きさが広く一般に理解されるところとなった。 
 協議会によって、地権者、事業管理者、市民団体、大学等との情報連携が密になり、協働作

業の機運も高まってきている。情報連携としては、協議会経由または直接に、各団体が相互

に活動案内を行っている。 
 
(3) 地域住民の継続的な参加を促す工夫 
 東環研の会員や、「松尾鉱山跡地にもりをそだてる会」の会員には、活動予定や報告をニュー

スレターとして定期的に郵送している。会員は定期的な手入れ管理や、新規の植樹等に従事

している。 
                                                  
*平成 23 年に、これまでにリピーターとして植樹活動に参加してきた市民や企業、団体の有志が

会員となった「松尾鉱山跡地にもりをそだてる会」（事務局＝東環研）が発足し、定期的な手入

れ管理や、新規の植樹等に従事している。メンバーは、個人、旧松尾鉱山関係者、岩手県職員、

地元企業、大学職員の有志等である。旧松尾鉱山関係者として、以前鉱山で採掘作業等に従事し

たあと地域に定住している方が 3 名程度所属している。 
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 岩手県立大学の教員、学生が活動に定期的に参加しており、環境学習の場や卒業論文テーマ

としてフィールドが活用されている。 
 岩手県立大学の卒業論文テーマは以下のとおり：①旧松尾鉱山における先駆性樹種の土壌へ

の窒素供給について、②松尾鉱山跡地における先駆性樹種活着の方法－平成 18 年植栽木の成

長と生存の経過調査、③松尾鉱山跡地平成 17 年植栽木の生存と植樹方法－東北地域環境計画

研究会「森の再生活動」植栽木の追跡調査－） 
 

(4) 限られた予算の中で効果的な取り組みを行うための工夫 
 東環研の会員、もりを育てる会の会員には、ニュースレター等で活動計画や活動報告のお知

らせしている。活動は植樹から保育主体に移行していることもあって参加者は主体的に取り

組んでおり、特段の工夫なしに継続参加が得られている。 
 現在は助成金等を受けていないが、これまでにイオン環境財団による助成金(平成17～19年)、

地元金融機関である盛岡信用金庫の CSR 活動に伴う寄附金（平成 20～22 年）等を活用した

時期がある。 
 植樹と管理の必要経費は年間 20 万円ほどで、東環研の会費から支出している。苗木は会員が

育てている。 
 

(5) 事業の安全性についてのリスクコミュニケーションに係る工夫 
 陥没等の危険が予想される区域への立入制限の徹底、天候急変や野生動物との遭遇（ツキノ

ワグマ：植樹エリアにアキグミを食べに来る）を含む緊急時の対応を参加者と共有する。 
 傷害保険加入(主催者負担)を参加者に通知している。 
 
(6) 情報共有、発信の工夫 
 一般向けとしては、Web サイトへの掲載やメディア取材依頼などを行っている。 
 メディアによる活動 PR を定期的に行っており、イベントの際は、メディアに FAX でプレス

リリースを行っている。最近では、岩手県立大生や東研会の会員ら約 50 人が参加し、繁茂し

たヤマハンノキなどの剪定やミズナラの植栽に取り組んだ様子が、地元新聞の記事となった。

こうした記事が、一般市民に活動の存在を広く知ってもらう機会となっている。 
 協議会の発足により関係団体間の情報共有が進んだ結果、総じて一般への情報発信量は増加

していると考えられる。 
 

(7) その他の現状の課題とその解決のための工夫 
 活動参加者の固定化に伴う一般へのアピール度の低下が課題といえる。一般市民に対し、活

動への新規参加を促す取り組みは特に実施していない。 
 地元のホームセンターから活動に参加したいと申し出があり計画が進んでいる。従業員がボ

ランティアとして参加し、新たな場所に植樹をし、その管理まで行うことが提案されている。 
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 土地の性格上、森林造成以上の目的は見出しにくい。日常的な森林保育活動に資する簡易休

憩施設、倉庫等の設置検討などは行っているが、協定では恒久的な施設の設置は行わないこ

とになっているため、設置をする場合でも暫定的なものに限られる。 
 該当地は森林成立の段階で順次、岩手県から国に返還することになっているが、まだ返還の

実績は無い。 
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付録 B 産業廃棄物処分場に係る取り組みの調査 
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1. 調査対象の選定 
 
わが国には、平成 25 年 4 月 1 日現在 1942 施設の産業廃棄物処分場が存在する。そのうち、安

定型処分場が全体の 60％(1,164 施設)、管理型処分場が 39%（753 施設）、遮断型処分場が 1%（25
施設）である[1]。廃棄物は、埋め立て物の有害さによって最終処分場の種類や維持管理基準が異

なる。これを処分場側からみると、埋め立て物の内容を制限し、それに見合った管理をすること

で環境リスクを管理している。各施設の埋め立て物と維持管理基準を表 B-1 に示す。 
安定型処分場は有機物を含まず分解しない廃棄物を対象としているため、汚水やメタンガスが

発生して周辺環境を汚染する恐れがない。そのため、遮水工や、浸出液の処理施設の設置は義務

付けられていない。管理型処分場は、有機物や金属が溶け出してくる可能性があるため、二重構

造の遮水工による遮断と浸出液の処理が義務付けられている。遮断型処分場は、有害な特別管理

産業廃棄物が埋め立てられるよう、コンクリートの建物に廃棄物を閉じ込める構造が主流である。

廃棄物中の有害物質が雨水と接触しないよう、覆い（屋根等）や雨水排除施設（開渠）が設けら

れている。 
 

表 B-1 最終処分場の構造基準と維持管理基準 
最終処分場の種類 埋め立て物 維持管理基準 

安定型最終処分場 有害物質や有機物等が付着しておらず、

雨水等にさらされてもほとんど変化し

ない安定型産業廃棄物（廃プラスチック

類、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶磁

器くず・コンクリートくず・がれき類の

いわゆる安定 5 品目及びこれらに準ず

るものとして環境大臣が指定した品目）

・搬入廃棄物の展開検査の実施 
・浸透水の水質検査の実施 
・周縁モニタリングの実施 

管理型最終処分場 廃油（タールピッチ類に限る）、紙くず、

木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物

のふん尿、動物の死体及び燃え殻、ばい

じん、汚泥、鉱さい等、及びそれらの処

理物 

・雨水流入防止措置 
・周縁モニタリングの実施 
・放流水水質の排出基準の遵守 
・発生ガスの適正管理 

遮断型最終処分場 有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい

などや、重金属や PCB、ベンゼン等の

有害な有機化合物を含む特別管理産業

廃棄物 

・雨水流入防止措置 
・周縁モニタリングの実施 

出典：公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターWeb サイト 
http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/saishushobunjou.html 
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岡山県内には、平成 27 年現在、業としての処分場（自社で出た廃棄物のための処分場を除く）

として、管理型処分場が 7 施設、安定型処分場が 9 施設存在する（岡山県循環型社会推進課への

問い合わせ結果より）。このうち、これまでに周辺の農作物などに悪影響が出て地域との関係が悪

化した後、様々な努力を通じて新たに信頼関係を築いている事例として、エスク岡山の管理型処

分場を調査対象とした。放流水中の有害物質によって農作物に影響が生じた事例は岡山県では他

に無く、全国的にも稀である。 
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2. エスク岡山最終処分場に関するヒアリング調査 
 
エスク岡山は、岡山県赤磐市において管理型の産業廃棄物最終処分場を運営している[2]。処分場

は平成元年に埋め立てを開始した。当初の計画容量に加えて、平成 11 年から 4 回にわたるかさ上

げを行った後、本調査時点（平成 27 年）から約 5～7 年後には全ての区画の埋め立てが終了する

計画となっている。表 B-2 に沿革を示す。平成 8 年に放流水中に含まれるホウ素が原因で、放流

先の川から取水していた水田のイネが枯れる事象があったため、浸出水の処理を蒸留法に変更し、

現在（平成 27 年）もその処理を続けている。埋立終了後も最終処分場の適正な管理を維持するた

め、現時点での浸出水処理コスト等を勘案し、維持管理積立金として約 5 億円が準備されている。

積立金は約 18 年間適正な維持管理が行えるように余裕を持たせて計画されている。埋立終了後は、

不測の事態に備え、維持管理システム全体のコストを抑えつつ、処分場の廃止まで安定した施設

運営に努める必要がある。 
処分場事業や、埋め立て終了後の維持管理を安定的に行うため、エスク岡山は地域との関係を重

視した様々な取り組みを行っている。ヒアリングでは、これらの取り組みの詳細と、それによっ

て得られる効果や課題等について重点的に調査した。 
 

表 B-2 エスク岡山の沿革 

  

  

平成元年 処分場運用開始（赤磐郡赤坂町） 

水処理や処分場の運営等に係る協定書を赤坂町と締結 

処分場建設及び通行の為、道路使用についての協定書を和気町と締結 

平成 8 年 処理水に含まれるホウ素が原因でイネの生育障害が発生 

平成 10 年 浸出水のホウ素処理のために蒸発散装置を導入 

平成 11 年 第 1 回かさ上げ 

平成 17 年 第 2 回かさ上げ 

     山陽町、赤坂町、吉井町、熊山町の 4 町合併で、赤磐市が誕生 

     （4 年ごとに市長が交代） 

平成 21 年 第 3 回かさ上げ 

平成 25 年 山手区、大屋区、和気町小坂区と同意書の取り交わし、下分区と協定書の取り交わし 

平成 28 年 第 4 回かさ上げ認可予定（平成 27 年調査時の状況。平成 28 年 3 月 28 日認可） 
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エスク岡山ヒアリング調査結果 
ヒアリング日時：平成 27 年 11 月 4 日 15:00～17:00 
場所：岡山大インキュベータ 2F 会議室 
対応者：エスク岡山取締役  
 
(1) 取り組みの概要 

エスク岡山は、イネの生育障害の事象や、当初の計画にはない処分場のかさ上げなど、事業に

ついて地域の信頼を回復し、今後の事業計画について理解を得なければならない状況が続いた。

その中で、以下の様な地域密着型のコミュニケーションや地域貢献を行ってきた。 
【顔のみえるコミュニケーション】 
 地域の町内会（赤磐市笹岡地区 9 区、和気町小坂区のうち 1 区。図 B-1 参照）を対象に、処

分場の運営状況や今後の方針、モニタリング結果の定期報告等を、区長会に職員が参加する

形で定期的に行っている。 
 地域の行事へ協賛して寄付したり、職員が参加・手伝いをしたりすることもある。昨年度は

地元の山手区の湯山（ゆのやま）神社の「そば切祭」に職員が参加し、手伝いをしている。 

 
図 B-1 町内会とエスク岡山の位置関係について 

【高齢化が進む地域を支える貢献】 
 草刈り：下分区、山手区の地域の草刈りに職員がボランティアとして参加している。実施は

概ね土日で、下分区は 6 月~10 月は毎週でその他の季節は 2-3 週に 1 回程度であり、山手区
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は年数回程度である。河川敷の草刈や、下分区と山手区の道普請、地域のお寺の手入れ等に

請われて参加することもある。 
 AED（自動体外式除細動器）の設置：笹岡地区 9 区、小坂区の合計 10 か所の公民館及び、

エスク岡山事務所 2F に設置し、緊急時に誰でも使えるようにしている。医療機関から遠く

救急車での移送に時間がかかること、ドクターヘリが来ても間に合わなかった事例があった

ことが設置のきっかけである。 
【地域のコミュニティの集いの場の提供】 
 地域住民が利用できる調理場の設置：平成 26 年 10 月に、エスク岡山本社の隣接地（和気町

小坂）に社員営業車、作業車、農機具等の駐車スペースとしてシャッター式ガレージを建設

し、その際、約 40m2の調理場を併設した。調理場は地域（赤磐市笹岡地区、和気町小坂区）

の住民であれば自由に使用することができる。調理場ではこれまでに小坂区の住民開催の餅

つき大会等が行われた。 
 カラオケの設置：地域住民ならだれでも使えるよう、事務所 2F のスペースに通信カラオケ

を設置した。 
【地域の農業の発展への寄与】 
以下の取り組みによって、地域の農業が持続的に発展できる道を地域の農家と共に模索してい

る。 
 農業先進地視察参加：小坂農産組合研修の日帰り研修に従業員が随行している。毎年有志 10

数名が参加し、日帰りで親睦を兼ねて農業の先進例の視察を実施している。これまでに高知

県馬路村（ゆず）、島根県出雲（ミニトマト水耕栽培）、岡山県真庭市落合（道の駅出荷事例）

等を視察した。会費は個人負担である。 
 地域の農産物の販路開拓：処分場周辺は農業地域なので、地域の農家から、コメ、ブドウ、

なし、ネギ、サツマイモ等を定期購入し、大阪の病院や地域の自治会等のバザーで売るなど

して販路を開拓している。収支はプラスマイナスゼロ程度である。地域にはナシの木のオー

ナーになれる仕組みを導入している農家もあり、エスク岡山 Web サイトの地域の行事の紹介

記事で触れたことがある。 
 農産物の加工場を提供：前述のガレージに設置した調理場は、地域の農産組合の加工品を作

る場としても開放している。 
【災害対策】 
 大雨による土砂災害時に土砂を受け入れたり、道路の損壊を補修したりした。また、道路際

で木が繁茂している場所の見通しを改善するため、木の剪定作業等を行った。 
 廃棄物の受け入れ：地域住民が持ち込んできたごみを、「地元価格」で受け入れる等の取り組

みを実施した。 
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【環境学習の場としてのビオトープの設置】 
 浸出水の処理水の環境影響を確認するためのビオトープを設置し、管理している（図 B-2 参

照）。小川と人工池に処理水を流し、処理水を放流する河川に生息する魚（メダカ、フナ、コ

イ等）を飼育している。 

 

図 B-2 ビオトープの様子（エスク岡山 Web サイトより） 
 

(2) 取り組みを通じて得られる効果や共有される価値観 
 粘り強い交渉の結果、下分区との協定書*を取り交わす事ができた。これにより笹岡地区の他

の区からの安心感が得られ、結果的に赤磐市、岡山県の理解につながり、直近の事業計画（第

4 期かさ上げ工事）を認めていただく原動力になった。 
 草刈作業を含め様々な行事に参加することで、エスク岡山の社長や従業員の顔を覚えてもら

った結果、住民とエスク岡山社員の相互で顔の見えるコミュニケーションが可能となり、相

互理解が深まったことがその背景にあると考えている。 
 また(1)で述べた様々な地域貢献を通じて、地域に根付いた企業という信頼が得られたと考え

ている。 
 

(3) 地域住民の継続的な参加を促す工夫 
 特に工夫といったものはないが、地域からの声に耳を傾け、不安や苦情に対して早めに対応

する体制を整えている。 

                                                  
*処分場からの処理水が流れ込む砂川の支流沿いには、処分場から近い順に山手区、大屋区、下

分区の 3 区が所在する。処理水を川に放流するには水利同意権者の同意が必要であり、エスク岡

山は山手区と大屋区との間で同意書を結び、下分区とは処分場の事業内容に係る協定書を取り交

わしている。下分区のみ協定書を取り交わしている理由は、世帯数が他の区と比較して多いこと

及び平成 8 年に処理水に含まれるホウ素が原因となって下分区の水田でイネの生育障害が発生し

たことによる。 
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 不安の声があがれば、繰り返し訪問し説明や対応にあたるようにしている。いわゆる迷惑施

設であるので不安の声はあるが、そういう意見があれば、頻繁に通って、必ず分かってもら

えるという信念を持ち、誠意をもって問題に対応している。 
 過去、運搬車がスピードを出しすぎる、汚泥を運んでいるトラックが臭い、などの苦情があ

った。苦情を受けて汚泥の引き受けを止めた事例がある。 
 
(4) 限られた予算の中で効果的に取り組みを行うための工夫 
 頻繁に、地元の人と交流の場を持ってコミュニケーションを図り、意見を吸収して、共存共

栄の方向を探っている。 
 「地元」の対象をできるだけ拡げ、処分場近隣に限って信頼を得るだけでなく、その周辺の

地域の住民にも事業について理解を得ていくことが必須と考えている。 
 

(5) 事業の安全性についてのリスクコミュニケーションに係る工夫 
 (1)で述べたように地域の町内会を対象に、処分場の運営状況や今後の方針、モニタリング結

果の定期報告等を、職員が区長会に参加する形で行っている。 
 広く一般に向けて、エスク岡山の Web サイトにおいて、埋め立て物の種類や数量や処分場施

設の点検結果を記録した記録簿、水質検査結果（処分場の浸出水、処理水、周辺の観測井戸

の水質）、石綿粉塵濃度測定結果を公開し誰でも閲覧できるようにしている（図 B-3 参照）。 
 (1)で述べたように、放流前の処理水が流れるビオトープを設置し、安全性を目で確認できる

ようにしている。 
 
(6) 情報共有・発信の工夫 
 Web サイトでの地域及び一般向けの情報提供として、前述の記録簿、水質検査結果、石綿粉

塵濃度測定結果に加え、地域行事参加についてのコメント等を掲載している。 
 岡山県環境保全事業団に環境報告書作成を依頼し、地域及び行政に報告している。 
 地域及び行政への報告の頻度は年 1 回、夏季に行っている。内容は、赤磐市と下分区の協定

書にのっとって、水質検査結果と、処分場の運営状況、維持管理積立金の額等についての報

告である。 
 環境保全に係る情報共有以上に、地域と顔の見えるコミュニケーションを続けることが重要

と考え、日々のコミュニケーションを通じて情報共有をしたり相談に乗ってもらったりしな

がら、同じ地域で働く人、暮らす人として協力しあえる関係を構築するよう努めている。 
 以前は処分場のかさ上げに反対をしていた区長さんが、話し合いを重ねるうちに事業につい

て理解をしてくれ、事業を通じて地域興しのために何ができるか一緒に考えてくれるように

なったこともある。 
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図 B-3 維持管理状況が確認できる Web サイトのページ 

 
(7) その他の現状の課題とその解決のための工夫 
 現在（平成 27 年）ようやく今回の事業（第 4 期かさ上げ工事）について理解いただく土壌が

できた段階であり、その後の事業については未定である。地域での雇用や経済効果を考えれ

ば新たな処分場を建設することが望ましいが、その話し合いは今後行うことになる。 
 処分場周辺の地域は高齢化と人口流出が進んでいる地域のため、コミュニティの存続のため

には地域活性化が必須となる。会社としては処分場運営に加えて、地域のリソースを生かし

た何らかの事業化を図りたい。しかし具体的に何をするかは、コスト等の問題もあり難しい

課題であり、時間をかけて実現可能な事業化プランを練っている段階である。課題解決に資

するため、エスク岡山の周辺住民の方との交流を通じて、情報収集を行っている。 
 処分場の周辺に、覆土をとるために山を削った跡地がある。その場所は地区の合同の所有地

であることから、地区で観光栗園を作ったりソーラー発電事業者に土地を貸したりしてはど

うか等の話がでている。 
 ミニトマトのハウスでの水耕栽培をやってはどうかという話が出た際は、地域の農産組合の

先進事例視察に同行して島根に行ったこともある。しかし、施設整備やコンサルタント料が

高額なため予算化が困難であった。 
 処分場の建設から閉鎖まで、かさ上げ等の期間を含めれば、50 年以上はかかる長期事業であ

る。地域の理解は必須であるし、一方で処分場事業があることで地域に貢献できることもあ

る。産廃処分場は必須のインフラという位置づけを浸透させ、都市で発生した廃棄物を地方

で処理するという現状をきちんと評価し、地方に何らかの還元が行えるようにする必要があ

ると考えている。 
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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乗数 名称 名称記号 記号乗数



国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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